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社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン 

第１ 趣旨 
建設産業においては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険」という。）

について、法定福利費を適正に負担しない企業（すなわち保険未加入企業）が存在し、技能

労働者の医療、年金など、いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因

となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利

になるという矛盾した状況が生じている。 
国土交通省においては、これまで行政機関や元請・下請建設業者団体、発注者団体等を構

成員とする「建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会」（平成２４年５月設置・平成２９

年５月改組）等において、関係者が一体となって社会保険の加入対策を進めてきたところで

ある。具体的には、平成２４年度から、建設業許可・更新時等における確認・指導や未加入

企業に対する経営事項審査における減点幅拡大、国土交通省直轄工事における下請企業も含

めた未加入企業の排除、法定福利費を内訳明示した見積書・請負代金内訳書の活用等の取組

を進めてきたところである。また、平成２９年度以降については、元請企業に対し、社会保

険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会

保険に加入していることを確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を

認めない取扱いを求めるなど、対策の履行強化を図ってきたところである。 
この結果、企業別、労働者別の社会保険の加入率については他産業と遜色がない水準まで

上昇しているほか、法定福利費の受取状況についても改善傾向が認められるなど、一定の効

果を上げている。 
さらに、令和元年度の建設業法等の一部改正において建設業許可基準の見直しが行われ、

令和２年１０月から、建設業者の社会保険の加入が建設業許可・更新の要件とされるなど、

企業単位での社会保険の加入確認の厳格化が講じられたところである。 
また、同改正により、施工体制台帳に社会保険の加入状況等を記載することが必要となり、

実質的に作業員名簿の作成が義務化されたことから、技能者単位における社会保険の加入確

認の厳格化についても措置を講ずることが求められる。これについては、中央建設業審議会・

社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間とりまとめ（平成３０年６月

２２日）において、「作業員名簿の添付を制度化する場合には、建設キャリアアップシステ

ムを活用した書類作成の効率化など、建設企業の負担軽減にもあわせて取り組むべき」とさ

れたことも踏まえ、企業にとって効率的に加入確認が行えるよう、建設キャリアアップシス

テムの活用を図るなど、技能者の現場単位での社会保険の加入徹底に向けた取組を推進する

こととする。建設キャリアアップシステムの活用を図るには、技能者の能力と就業履歴が蓄

積できるキャリアアップカードの登録を推奨することや、建設現場にカードリーダーを積極

的に設置することなどの取組が期待される。 
上記取組の方向性を踏まえ、本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入につい

て、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にしたものであり、建設

企業の取組の指針となるべきものである。 

参考資料１ 
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第２ 元請企業の役割と責任 
（１）総論 
元請企業は、請け負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持ってい

る。この責任・権限に基づき元請企業が発注者との間で行う請負価格、工期の決定などは、

下請企業の経営の健全化にも大きな影響をもたらすものであることから、下請企業の企業体

質の改善について、元請企業も相応の役割を分担することが求められる。 
このような観点から、元請企業はその請け負った建設工事におけるすべての下請企業に対

して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実等に

ついて指導・助言その他の援助を行うことが期待される。 
とりわけ社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、社会保険加入

を徹底することにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むこ

とが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要があ

る。 
建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）においても、元方事

業主は関係請負人に対して雇用保険その他建設労働者の福利厚生に関する事項等の適正な

管理に関して助言、指導その他の援助を行うように努めることとされている（第８条第２項）。 
本ガイドラインによる下請指導の対象となる下請企業は、元請企業と直接の契約関係にあ

る者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業であるが、元

請企業がそのすべてに対して自ら直接指導を行うことが求められるものではなく、直接の契

約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可

能である。もっとも、直接の契約関係にある下請企業に実施させたところ指導を怠った場合

や、直接の契約関係にある下請企業がその規模等にかんがみて明らかに実施困難であると認

められる場合には、元請企業が直接指導を行うことが必要である。 
元請企業においては、支店や営業所を含めて、その役職員に対する本ガイドラインの周知

徹底に努めるものとする。 
 
（２）協力会社組織を通じた指導等 
元請企業による下請指導は、特定の建設工事の期間中、すなわち、元請・下請関係が継続

している間実施する必要があるが、元請企業の協力会社や災害防止協会等の協力会社組織に

所属する建設企業（以下「協力会社」という。）に対しては、長期的な観点から指導を行う

ことが望まれる。また、保険未加入対策を効果的なものとするためには、元請企業において

保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を認めな

いことを具体的に予定しつつ、協力会社の指導に取り組んでいくことが求められる。 
このため、元請企業としては、様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を

高めることが重要であり、具体的には次の取組を行うべきである。 
ア 協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと。 
イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。 
ウ 適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指
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導すること。労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である個人事業主とし

て作業員名簿に記載するケースや、個々の工事で４人以下の適用除外者を記載した作業

員名簿を提出する個人事業主が実際には５人以上の常用労働者を雇用すると判明する

ケースなど、不自然な取扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした上で適正

に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。 
エ 社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協

力会社から再下請企業に対してもこれらの取組を行うよう指導すること。 
 
（３）下請企業選定時の確認・指導等 
元請企業は、下請企業の選定に当たっては、法令上の義務があるにもかかわらず適切に社

会保険に加入しない建設企業は社会保険に関する法令を遵守しない不良不適格業者である

ということ（公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針参照）を踏ま

える必要がある。そのため、登録時に社会保険の加入証明書類の確認を行うなど情報の真正

性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムに登録している建設企業を選定す

ることを推奨する。 
下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認

し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう

指導を行うこと。建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場

合、元請企業は選定の候補となる建設企業に保険料の領収済通知書等関係資料のコピーを

提示させるほか、雇用保険については、厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイト

（http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D）厚生年金については、日本年金機構の厚生年

金・健康保険適用事業所検索システム（https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/）に

おいて適用状況を確認するなど、真正性の確保に向けた措置を講ずること。 
ついては、下請企業には、適切な保険に加入している建設企業を選定すべきであり、健康

保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未

加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである。 
 
（４）再下請負通知書を活用した確認・指導等 
施工体制台帳の作成及び備付け又は写しの提出が義務付けられる建設工事において、再下

請負がなされる場合には、発注者から直接建設工事を請け負った元請負人に対して下請負人

から再下請負通知書が提出される。建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下

「規則」という。）第１４条の４の規定により、再下請負通知書に健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険の加入状況に関する事項を記載することとされていることから、発注者から直

接建設工事を請け負った元請負人においては、再下請負通知書を活用して下請負人の社会保

険の加入状況を確認することが可能である。（別紙１） 
このため、建設業者たる元請企業は、再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄によ

り下請企業が社会保険に加入していることを確認すること。この確認の結果、適用除外でな

いにもかかわらず未加入である下請企業があり、（３）の指導が行われていない場合には、
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（３）と同様の指導を行うこと。 
施工体制台帳については、別紙２の作成例を参考とし、適正な施工体制を確保すること。 

 
（５）作業員名簿を活用した確認・指導 
令和元年度の建設業法等の一部改正により、実質的に作業員名簿の作成が義務化され、各

作業員の加入している健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況（以下「保険加入状況」

という。）に関する事項を記載することされている。（別紙３） 
この作業員名簿を活用することで、建設工事の施工現場で就労する建設労働者について、

保険加入状況を把握することが可能である。これを受け、元請企業は、新規入場者の受け入

れに際して、各作業員（建設業に従事する者に限る。以下同じ。）について作業員名簿の社

会保険欄を確認すること。確認の結果、 
・全部又は一部の保険について空欄となっている作業員 
・法人に所属する作業員で、健康保険欄に「国民健康保険」と記載され、又は（及び）年

金保険欄に「国民年金」と記載されている者 
・個人事業所で５人以上の作業員が記載された作業員名簿において、健康保険欄に「国民

健康保険」と記載され、又は（及び）年金保険欄に「国民年金」と記載されている作業員 
がある場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させ

るよう指導すること。なお、法人や５人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属す

る作業員であっても、臨時に使用され１か月以内で日々雇用される者等は、健康保険や厚

生年金保険の適用除外となる。また、法人や常時５人以上の常用労働者を雇用する個人事

業所であっても、健康保険法第３条第１項８号に基づき健康保険の適用除外の承認を受け

「国民健康保険組合」に加入し、厚生年金の適用を受けている者は、適切な社会保険に加

入している者とする。 
各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認

を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報

を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行

うことを原則とする。なお、この場合は証明書類の添付は不要である。ただし、建設キャリ

アアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う場合、元請企業は下請企業に対し、

健康保険証のコピー、標準報酬決定通知書等関係資料のコピーや雇用保険被保険者証のコピ

ー等（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの）を提示させる（電子データ

による確認も含む）など、真正性の確保に向けた措置を講ずること。 
いずれにしても、元請企業においては現場管理の効率化、書類削減等の観点からも、保険

加入状況の確認には積極的に建設キャリアアップシステムの活用を図るべきである。 
上記の方法により保険加入状況が確認できない場合は、当該作業員は適切な保険に加入し

ていることを確認できないと判断されることから、元請企業は特段の理由がない限り現場入

場を認めないとの取扱いを徹底すべきである。なお、ここでいう「特段の理由」とは、 
・例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有

しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合 
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・当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが

見込まれる場合 

のような場合をいい、特段の理由により未加入の作業員の現場入場を認める場合について

は、災害時等の緊急対応時の工事であり円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を

除き、上記のような場合に限定するべきである。 

また、仮に特段の理由により現場入場を認めた場合であっても、元請企業は作業員名簿を

作成した下請企業に対し、当該作業員を適切な保険に加入させるよう引き続き指導するとと

もに、必要に応じて当該加入指導の記録を保存し、再三の指導に応じない場合には下請企業

に対し、当該作業員について現場入場を認めないとの取扱いとすべきである。 

なお、一人親方（従業員を雇っていない個人事業主。以下同じ。）として下請企業と請負

契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員については、元請企業は下請企業

に対し、一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるととも

に、元請企業は適切な施工体制台帳・施工体系図を作成すべきである。 
作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）第２条第１項に規定する個人情報に該当することから、適切に取り扱うことが必要

である。 
 
（６）施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い 
下請契約の総額が建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）で定める金額を下回るこ

とにより施工体制台帳の作成等が義務付けられていない民間工事の場合であっても、建設工

事の適正な施工を確保する観点から、元請企業は規則第１４条の２から第１４条の７までの

規定に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨されているところである（「施工体制台帳の作

成等について」（平成７年６月２０日建設省経建発第１４７号）参照）。 
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況につ

いても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うべきであ

る。 
 
（７）建設工事の施工現場等における周知啓発 
下請企業や建設労働者に対し、社会保険の加入に関する周知啓発を図るため、次の取組

を継続して行うべきである。 
ア 建設工事の施工現場において社会保険の加入に関するポスターの掲示、パンフレット

等の資料及び情報の提供、講習会の開催等の周知啓発を行うこと。 
イ （２）に記載したとおり、協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を

行うこと。 
 
（８）法定福利費の適正な確保 
社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建

設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」
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に含まれるものである。 
このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保す

る必要がある。 
加えて、建設業法第２０条第１項において、建設業者は建設工事の請負契約を締結するに

際し、経費の内訳を明らかにして建設工事の見積りを行うよう努めなければならないことと

されている。このため、元請負人は、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等によ

る法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう下請負人に働きかけるとともに、

提出された見積書を尊重して下請負契約を締結しなければならない。 
具体的には、元請負人は、社会保険の保険料が建設業者が義務的に負担しなければならな

い経費であり、上記「通常必要と認められる原価」に含まれるものであることを踏まえ、下

請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示できるよ

う、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書（特段の理由により、こ

れを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を提出する

よう明示しなければならない。加えて、社会保険の加入に必要な法定福利費については、提

出された見積書を尊重し、各々の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映

することも必要である。 
下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請

負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金

額を構成する他の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うなど、実質的

に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果

「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存

度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあ

るので、これを厳に慎むこと。 
 
第３ 下請企業の役割と責任 
（１）総論 
社会保険に関する法令に基づいて従業員の社会保険への加入義務を負っているのは雇用

主である。そのため、社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に

下請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠である。 
 

（２）雇用する労働者の適切な社会保険への加入 
下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。建設労働者につい

て、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員

についての保険加入手続を適切に行うことが必要である。また、施工体制台帳、再下請負通

知書及び作業員名簿については、下請負人と建設労働者との関係を正しく認識した上で記載

すること。事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を

対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは、たとえ請負契約の形式であっても実態が雇

用労働者であれば、偽装請負として職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）等の労働関係
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法令に抵触するおそれがある。労働者であるかどうかは、 
・仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無（仕事先から意に

沿わない仕事を頼まれた場合に断る自由があるかどうか） 
・業務遂行上の指揮監督の有無（日々の仕事量や配分、進め方等について自らの裁量で判

断しているかどうか） 
・勤務時間の拘束性の有無（仕事の就業時間を自ら決めているかどうか） 
・本人の代替性の有無（仕事の都合が悪くなった場合に自分の判断で代わりの者を探すか

どうか） 
・報酬の労務対償性（報酬が工事の出来高見合いかどうか） 
をはじめ関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対

策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うこと。 
特に、請負関係にある一人親方は、厚生年金と比べて国民年金の受給額が少なくなる可

能性が高いほか、病気や仕事が無くなったとき、失業給付や雇用調整助成金等の対象から

外れ、生活資金に影響があるなど生活保障の観点に加え、法定福利費を適正負担する企業

間による公平・健全な競争環境の整備という観点からも、実態が雇用労働者であれば早期

に雇用関係を締結し、適切な社会保険に加入させること。 
その際には、期間の定めのない労働契約による正社員、工期に合わせた期間の定めのあ

る労働契約による契約社員とすることもあり得るものであり、その実情に応じて建設労働

者の処遇が適切に図られるようにすること。 
 
（３）元請企業が行う指導等への協力 
元請企業が行う指導に協力すること。この協力は、元請企業が行う指導の相手方として

指導に沿った対応をとることにとどまらず、元請企業の指導が建設工事の施工に携わるす

べての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、

もしくはこれを分担することや、再下請企業が雇用する各作業員の保険加入状況を確認

し、自社の雇用者も含めてその真正性の確保に向けた措置を講ずるよう努めること、それ

らの状況について元請企業に情報提供することなども含まれる。 
また、元請企業が、適切な保険に加入していることを確認できない作業員について現場

入場を認めない取扱いをする場合には、下請企業においてもこの措置に協力し、適切な保

険に加入していることを確認できない作業員を現場に入場させないようにすること。 
規則第１４条の４の規定の再下請通知書については、別紙１の作成例を参考とし、適正

な施工体制を確保すること。 
なお、作業員名簿に記載する被保険者番号等は個人情報の保護に関する法律第２条第１

項に規定する個人情報に該当することから、同法及び「国土交通省所管分野における個人

情報保護に関するガイドライン」に留意し、適切に取り扱うことが必要である。特に、作

業員名簿の元請企業への提出に当たっては、利用目的（保険加入状況を元請企業に確認さ

せること）を示した上で、あらかじめ作業員の同意を得ることが必要となることに留意す

ること。 
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（４）雇用する労働者に係る法定福利費の適正な確保 
建設労働者の社会保険への加入促進を図るためには、建設労働者を直接雇用する下請企

業が法定福利費を適切に確保する必要がある。また、建設業者は、建設業法第２０条第１

項において、建設工事の経費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければならな

いこととされている。このため、下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を適

正に見積り、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示した見積書を注文者

に提出し、雇用する建設労働者が社会保険に加入するために必要な法定福利費を確保する

こと。 
 

（５）再下請負に係る適正な法定福利費の確保 
下請企業が請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場合には、当

該下請企業（以下この節では「元請負人」という。）は、第２（８）と同様に、再下請負人

の法定福利費を適正に確保する必要があり、標準見積書の活用等による法定福利費相当額

を内訳明示した見積書を提出するよう再下請負人に働きかけるとともに、提出された見積

書を尊重して再下請負契約を締結しなければならない。 
具体的には、元請負人は、社会保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなければなら

ない経費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含ま

れるものであることを踏まえ、再下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適

正に見積るとともに提出する見積書に明示できるよう、見積条件の提示の際、適正な法定

福利費を内訳明示した見積書（特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあ

っては、適正な法定福利費を含んだ見積書）を提出するよう明示しなければならない。そ

の際、社会保険の加入に必要な法定福利費については、提出された見積書を尊重し、各々

の対等な立場における合意に基づいて請負金額に適切に反映することも必要である。 
再下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、

元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや

請負金額を構成する他の費用（材料費、労務費、その他経費など）で減額調整を行うな

ど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結

し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下

請間の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違

反するおそれがあるので、これを厳に慎むこと。 
 

第４ 施行期日等 
本ガイドラインは、平成２４年１１月１日から施行する。（平成２７年４月１日、平成２

８年７月２８日、令和２年１０月１日一部改訂） 
このガイドラインは、今後、建設業における社会保険の加入状況や社会保険未加入対策の

取組状況及び成果、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認めると

きは、速やかにガイドラインの見直しなど所要の措置を講ずるものとする。 



9 
 

別紙１ 再下請負通知書の作成例 

 
  

年 月 日

　

資 格 内 容 担当工事 内容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

権限及び
意見申出方法

専 門 技 術 者 名

主 任 技 術 者 名
専　任
非専任

資 格 内 容

現 場 代 理 人 名 雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

監 督 員 名 安全衛生責任者名

事業所
整理記号等

営業所の名称2 健康保険3 厚生年金保険4 雇用保険5

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外健康保険等

の加入状況

保険加入
の有無1

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日知事　一般

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日知事　一般
建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日

注文者との
契 約 日

年　　　月　　　日　

《自社に関する事項》
工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

会 社 名

代表者名

元 請 名 称

【報告下請負業者】

住 所

再下請負通知書

直 近 上 位
注 文 者 名

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 

 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 

５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 
※２～５については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を

追加。 



10 
 

　

知事　一般

営業所の名称

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種 許　可　番　号

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

一号特定技能外
国人の従事の状

況（有無）

有　　無

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日

住 所
電 話 番 号

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

許可（更新）年月日

再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

会 社 名 代 表 者 名

工事業

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

安全衛生推進者名

外国人建設就
労者の従事の
状況(有無)

有　　無
外国人技能実
習生の従事の
状況(有無)

有　　無

《再下請負関係》

安全衛生責任者名

雇用管理責任者名

雇用保険

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

健康保険 厚生年金保険

資格内容

現場代理人名

権限及び
意見申出方法

主任技術者名
専　任
非専任

専門技術者名

資格内容

担当工事内容

 
 

 
 
  

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、

そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」
を○で囲む。 

 

２．請負契約に係る営業所の名称を記載。 
 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 
 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 

 
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
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別紙２ 施工体制台帳の作成例 

 

年 月 日

　

　

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

外国人建設就労者の
従事の状況(有無)

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況(有無)

有　　無

専 門
技 術 者 名

専 門
技 術 者 名

資 格 内 容 資 格 内 容

現 場
代 理 人 名

権限及び意見
申 出 方 法

監理技術 者名

主任技術 者名

専　任
非専任

資 格 内 容

監 督 員 名
権限及び意見
申 出 方 法

発 注 者 の
監 督 員 名

権限及び意見
申 出 方 法

下請契約

元請契約事業所
整理記号等

区分 営業所の名称2 健康保険3 厚生年金保険4 雇用保険5

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

健康保険等
の加入状況

保険加入
の有無1

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

下請契約

契 約
営 業 所

区 分 名　　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　所

元請契約

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

知事　一般

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

発 注 者 名
及 び
住 所

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日

工事業
大臣　特定

        第　　　　号 　　年　　月　　日
知事　一般

［事業所名］

建 設 業 の
許 可

許　可　業　種 許　可　番　号 許可（更新）年月日

施工体制台帳

［ 会 社 名 ］

１．各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２．元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。 

 
３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

 
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 

５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 
※２～５については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。 
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有　　無
外国人技能実
習生の従事の
状況(有無)

有　　無

資格内容

担当工事内容

一号特定技能外
国人の従事の
状況（有無）

有　　無
外国人建設就
労者の従事の
状況(有無)

安全衛生責任者名

安全衛生推進者名

雇用管理責任者名

現場代理人名

権限及び
意見申出方法

主任技術者名
専　任
非専任

健康保険等
の加入状況

営業所の名称 雇用保険健康保険 厚生年金保険

厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

健康保険

事業所
整理記号等

資格内容

保険加入
の有無 加入　　未加入

適用除外

専門技術者名

　　年　　月　　日
知事　一般

建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種

大臣　特定

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日

知事　一般

        第　　　　号工事業

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名

住 所

 
 
 
 

１ 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」

を○で囲む。 
 
２ 請負契約に係る営業所の名称について記載。 

 
３ 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理

記号及び事業所番号を記載。 

 
４ 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。 
 

５ 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。 
 
※２～５については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加。 
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別紙３ 作業員名簿の例 
 
○社会保険関係について別葉とする例 

提出日    年  月  日 
 

作 業 員 名 簿 
 
事業所の名称                  一次会社名             （ ）次会社名             
所長名                       
 
番

号 

ふりがな 社会保険 
氏  名 

健康保険１ 年金保険２ 雇用保険３ 
技能者 ID 

     
 
    

     
 
    

 
 
 
 
 
 
 
○既存の様式に社会保険関係を組み込む例 

提出日  年  月  日 
 

作 業 員 名 簿 
 
事業所の名称                  一次会社名               （ ）次会社名                 
所長名                       
 

番
号 

ふりがな 
職種 

 最近の  
健康診断日 血

液
型 

特 殊 
健康診断日 健康保険 1 

   教育・ 
退職金共

済手帳所

有の有無 氏名 
血圧 種 類 年金保険２ 雇入・職長特

別教育 技能者 ID 雇用保険３ 

 

 
 

 年 月 日  年 月 日   
 建・中 

他・無      
   

 

 
 

 年 月 日  年 月 日   
 建・中 

他・無   
   

   

 

 
 

 年 月 日  年 月 日   
 建・中 

他・無   
   

   
 
 
 
 
 

元請確認欄  
 

元請確認欄  
 

１ 上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険等。※保険者番号及び被保険者等記号・番号は記
載しないこと）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上

段に「適用除外」と記載。 
２ 上段に年金保険の名称を記載（厚生年金、国民年金等。※基礎年金番号は記載しないこと）。 
３ 下段に被保険者番号の下４けたを記載。日雇労働被保険者の場合には上段に「日雇保険」と記載。事業主である等により雇用保

険の適用除外である場合には上段に「適用除外」と記載。 

１ 左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険等。※保険者番号及び被保険者等記号・番号は記

載しないこと）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上
段に「適用除外」と記載。 

２ 左欄に年金保険の名称を記載（厚生年金、国民年金等。※基礎年金番号は記載しないこと）。 

３ 右欄に被保険者番号の下４けたを記載。日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載。事業主である等により雇用保
険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。 

（  年 月 日 作 成 ） 

（  年 月 日 作 成 ） 

[退職金共済制度加入について 建退共・中退共・その他・無] [退職金共済制度加入について 建退共・中退共・その他・無] 

[退職金共済制度加入について 建退共・中退共・その他・無] [退職金共済制度加入について 建退共・中退共・その他・無] 



 

  
参考資料２ 

論点に関する調査結果・御意見（詳細） 
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１． 偽装一人親方に対する認識をお聞かせください。 

 

（１）貴団体にとって偽装一人親方とはどのような一人親方だとお考えですか。 

 

事務局としての現時点での考え： 

・法定福利費等の労働関係諸経費の削減を意図して、実態が雇用労働者である技能者を個

人事業主として請負契約を結ぶ 

・特定の建設会社に専属従事し、労働日数や賃金を管理され、仕事に対する指揮命令を受

ける関係にあるが、雇用契約を締結していない 

・表向きは社員と呼び、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給しながら

も、実態は、本人の希望等を理由として社会保険に加入せず、請負として扱う 

・作業員名簿上は社員（雇用）としながらも、社会保険を適用除外扱いとして、雇用契約

を締結していない 

場合のことなどをイメージしています。 

 

（ア）事務局と同じ考えである 

 （イ）事務局とは違う考えである 

 

（イ）を選択した場合は考えをお聞かせください。 

労働災害発生時に一人親方の扱いが異なることがあったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４団体 

１団体 
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（２）貴団体の業種における偽装一人親方の現状をお聞かせください。 

 

 （ア）増加傾向である ３団体 

 

 （イ）変わらない   ３団体 

 

（ウ）減少傾向である ４団体 

 

  その他（不明、把握していない） ５団体 

 

（ア）増加傾向であるを選択した団体より 

 

 

（イ）変わらないを選択した団体より 

・元請業者から法定福利費等経費の支払がないため。 

・雇用関係にある企業の信用と信頼の関係について発注者もしくは、上位会社（元請）との間

に軋轢が生じるおそれがあるので体力のある企業は雇用改善を行うであろう。 

・一人親方入場において、仲間内の応援依頼で下請企業が把握できていないケースもある。し

かし、分かっていても人手不足に対して致し方なく対応するケースもあり、その場合、作業員

名簿が社員扱いになる。 

 

 

（ウ）減少傾向を選択した団体より 

・社会保険加入促進、請負契約締結、高齢者の辞職、等 

・完全社員化が進んでいる。 

・土木工事（公共工事）は社会保険 加入が義務の為、現場へ入場できないが建築工事は土木

とは組織体系が違うので入場可能。公共工事分が減少へとつながっていると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会保険加入対策（法定福利費負担や現場入場確認）が影響している。 

・キャリアアップシステムの登録に際し、今までは一人親方にもなっていなかったフリー

の技能者（一人親方でも従業員でもない日雇い的労働者）が、キャリアアップカードを取

得しなければ現場に入場できないなどの理由で、一人親方を申請している事例が増えてい

る。しかしながら、高齢化による技能者減少と相まって全体数としては微増、もしくは横

ばいであると考えている。今後、キャリアアップシステムの登録が増えるにつれ、新たな

一人親方は増加していくと考える。 
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（３）偽装一人親方を減少させるため、これまで何らかの取組を行っていますか。 

 

（ア） 取組を行っている             ６団体          

（イ） 取組はしていないが、今後行う予定である  ３団体 

 

（取組内容について） 

・労働者名簿、新規入場書類等の提出により社会保険などの加入状況を確認している。 

・同一労働者名簿内で、実態が雇用労働者であるにもかかわらず、社会保険が適用除外になっ

ているものについてはヒアリングをした後、雇用契約を結ぶよう企業を指導。 

・施工体制台帳の企業が加入している社会保険と作業員名簿の社会保険を照合し、不整合の場

合は一人親方か否かを確認し、正しい書類の提出と適正な保険に加入するよう指導。間接的に

は偽装一人親方の減少につながっているとは思いますが、一人親方のチェックシート活用等も

行っていきたい。 

・新規入場時での確認、協力会社との契約書に一人親方制限の記載を行う。 

・一人親方を使用する会社への聞き取り。 

・不正な偽装一人親方行為は見られませんが、更なる社内の不正防止対策として、施工体制の

協力会社管理徹底、協力会社との契約内容及び入場時の作業員の確認徹底。 

・協力業者や仲間に会社に来てもらい説明会等を定期的に開催。 

・社会保険推進に関する会員向けセミナーを実施した際に偽装請負等に関する啓発を行ったほ

か、本会ブロック理事、支部長などに会議等で水平展開。 

・適切な社会保険加入推進のために、必要な法定福利費の確保・請求を実施するための、標準

見積書作成の組織内学習会を開催。 

・働き方改革関連法の組織内学習会を開催し、適正な雇用の推進、労働法等への法令遵守の周

知・徹底。 

・適正な取引実現のための建設業法等の組織内学習会。 

・協会の会員企業を中心に、もう少し詳細の確認をして、偽装一人親方でない雇用をするよう

に、専門委員会にて検討し情報提供していきたい。 

・現実的に取組のしようがない。行政の調査や指導が必要。今後のＷＧの議論の進展を見て取

組を検討する。 

・機関誌等で周知する予定。 

・生産性向上の協議の中で、一人親方問題についても言及している。 

 

 

（ウ） 現在は取組を行っていないが、以前は取組を行っていた ０団体 

（エ） 取組はしていない、今後も行う予定はない       ３団体  

 

（取組を行っていない理由） 

・過去の経緯から一人親方は不正ではないという意識（グレーゾーン）が業界内に強い。 

・完全社員化が進んでいる、外注費、請負契約として発注するような取組を実施しているため。 

・直接一人親方との契約が無いため。 

・偽装一人親方の実情が把握できないため。 

・新規で一人親方と請負契約を結んでいないため。 

 

   

 

 

 



4 

 

（４）10代や 20 代前半の一人親方についての認識をお聞かせください。 

 

① 貴団体の業種に 10 代や 20 代前半の一人親方はいますか。 

（ア） 一定数存在すると認識はしている ６団体 

（イ） 不明              ７団体 

その他 いない              

 

（（ア）を選択した場合、どのように把握しているか） 

・グリーンサイト、建設キャリアアップシステム、作業員名簿や新規入場者教育実施表等で

確認 

・小規模な現場に就労している職人や加盟組織に直接ヒアリング 

・土木工事では把握していないが建築工事ではいるかもしれない 

・このような一人親方が発覚した場合、協力会社に対して事実関係調査を依頼するとともに、

適正に処理するよう指導している（本人が一人親方であると認識がないものと想定される） 

 

 

② 10 代や 20 代前半の一人親方についてどのような考えをお持ちですか。 

（複数回答可） 

（ア） 請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と 責任感を培

うのに数年はかかるため、適正な一人親方とは言えない。 

（イ） 実態は労働者性が強く、適正な一人親方とは言えない。 

（ウ） 若い一人親方でも、事業主としての技術力と責任感をもっている人等も一定数は存

在するので、一概に適正でないと言いづらい。 

 

（ア）１０団体   （イ）７団体  （ウ）４団体 

 

（構成員からの意見） 

・技術だけでなく、必要書類や労災等の知識などを考えると 20 代前半で一人親方として働く

のは難しいのではないか。 

・本人の知識がなく企業都合で一人親方になっていた、されていたという事例はある。 

・（ウ）については全く存在しないとは言い切れないが、事例としては少ないと考える。 

・若年層の一人親方は収入が高額ではない実態が多い。 

・高額収入を得ている若年層一人親方の実態を見ると、作業量が多く、無休・長時間労働をし

ているケースが散見される。 

・「一人親方」の裏付け、根拠として第 2 種特別労災（一人親方）への加入が行われている実態

が散見される。 

・多様な働き方の一環として一人親方という働き方は他産業に比べ独立しやすいメリットもあ

り若者にアピールしていくという考え方もある。 

・収入第一の考えで、社会保険料の納付や納税についての遵法意識が低い。 

・この年代で一人で稼ごう（親方）との意識は無いのではないか。（誰かに集められて現場に出

向いて給与をもらう） 

 

 

 

 

 

 

 

１団体 
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③請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を培うのに、

貴団体としてどのぐらいの実務経験年数が必要と考えていますか。できれば、その理由も

お聞かせください。 

 

（構成員からの意見）  

・10～15 年。請け負った仕事をきちんと完成させるためには、多種の立場の経験が必要で、単

なる技術力だけではないと考えている。 

・実務経験年数約 10 年（少なくとも職業訓練 3 年＋現場 3 件程度）。建設業は一人親方という

より技術者・経営者として専門工事技術力の習得に加え、会社経営力をやしない、信頼を得るよ

うになるには 20 代では難しい業界。 

・職種によっては 10 年以内の経験で請け負うことができると思う。10 代はともかく 20 代な

ら可能では。 

・10 年。多くの経験と自立している経験が 3 年以上ないと、仕事やお金に対しての取り組む姿

勢が固まってこない。 

・10 年前後。一概には言えないが、1 級塗装技能士の受験資格が 7 年である。 

・5 年～10 年。マンションの一部屋等を一人親方として 5 年位でできる人もいるかもしれない

が稀なケースと思われる。通常であれば一通りの技術を覚えるのに 10 年位要する。そもそも一

人でできる仕事には限りが有り、永年仕事をすることは困難。 

・職種・個人差などによって異なるので一概に括ることは難しいが、建設キャリアアップシステ

ム・能力評価実施団体が示しているレベル 3 相当が該当するのでは無いかと想定される。  

・各種資格等（技能検定他）はもちろんのこと、安全衛生も含め様々な知識を備えることも技術・

責任の中に含まれるため、それなりの経験年数は必要となってくると思うが、配置主任技術者の

資格としても建設業法で定められている 10 年を下回ってはならないと考える。 

・8～10 年。一級技能士取得には実務経験 7 年が必要であり、事業者としてのマネージメント、

労災、税務処理等の責任も培える知識を有するにはこれくらい必要ではないか。 

・10 年。いままで社内で育てた経験から 10 年が妥当と判断。 

・最低でも 10 年。工事内容が多岐にわたるため、一概には言えないがそれなりの年数が必要。

業界関係の技術技能資格も優に 30 を超えるため。  

・7～10 年。現場を 10 年経験すると大型・中堅等いろいろ経験をして、効率的作業の方法・作

業手順・他職種との調整ができるようになり、問題が起きても対応処理能力が十分に備わって作

業ができると思う。 

・10 年。職種によって違いはあると思うが、主任技術者の資格要件にもあるように、専門学校

は 5 年、それ以外は 10 年と考える。その期間があれば、必要な資格も取得可能と思われる。 

・10 年以上。各種資格を取得するのにも年数も経験も必要なため。 
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２． 貴団体の業種の企業又はその下請事業者が一人親方に仕事を依頼するときの実態をお聞

かせください。 

 

 

（１） 貴団体の業種の企業又はその下請事業者が一人親方と契約を締結する時に最もよく

行われている契約方法を教えてください。 

 

① 契約の形式 

（ア） 書面で契約を交わしている ８団体 

（イ） 口頭の契約のみである   ５団体 

 

 

② 契約の形態 

（ア） 「応援人工」、「常用請負」等、労務供給のみの場合が多い ８団体 

（イ） 工事一式の請負が多い                 ７団体 

 

 

③ 見積りについて 

（ア） 見積書の作成・提出は求めていない（取り決め単価等がある）  

（イ） 建設業法に定められた見積り項目について、契約毎に見積書の 

作成・提出を求めている                   

 

 

④ 一人親方の報酬（支払基準） 

（ア） 一時間当たりの単価、一日当たりの定額制など、働いた時間、 

働いた日数による            

（イ） 工事の出来高見合いである        

 

 

⑤  一人親方の報酬（支払い金額） 

（ア） 報酬は、同種の業務に従事している雇用者と同等である    

（イ） 報酬は、同種の業務に従事している雇用者に比べて高額に設定されている                     

（ウ） 同種の業務に従事している雇用者がいない          

 

 

（上記①から⑤の契約締結以外にもよく行われているような事例がある場合） 

・建設現場作業員の派遣は派遣法で禁止されているが、インターネット上では、建設現場の仕

事紹介サイトと呼ばれるプラットホームが数多く存在し、多くの一人親方が登録している。契

約内容を見ると「1 日 2 万円（常用請負）」等、契約形態は「請負契約」としているが、実態

は人工出し・労務供給・現場作業員派遣の違法状態となっている。 

 

 

 

 

 

 

9 団体 

3 団体 

7 団体 

6 団体 

8 団体 

4 団体 

1 団体 
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（２） 貴団体の会員企業が一人親方と請負契約を締結し、実際に現場作業を依頼する時に実

態として多い方を教えてください。 

 

① 一人親方へ急な仕事を依頼した時、一人親方はその依頼を断ることができますか。 

（ア） 断ることはできない 

（イ） 断ることができる 

 

② 一人親方には、通常の雇用者に適用されるのと同様の会社の服務規律（例：就業規則

など）が適用されていますか。 

 （ア）適用することの方が多い 

 （イ）適用しないことの方が多い 

 

③ 工程調整上の指示や事故防止のための指示を除き、一人親方の日々の仕事の内容や方

法は、どのように決めていますか。 

（ア） 毎日、細かな指示、具体的な指示を会社が出している 

（イ） 毎日の仕事量や配分、進め方は一人親方の裁量に任せている 

 

④ 一人親方の仕事の就業時間（始業・終業）は、誰が決めていますか。ただし、他職種

との工程の調整の必要がある場合や近隣に対する騒音等の配慮による場合を除きま

す。 

（ア） 会社が決めていることの方が多い 

（イ） 一人親方自らが決定していることが多い 

 

⑤ 一人親方の都合が悪くなり、代わりの者が必要となった場合は、どのように対応して

いますか。 

（ア） 会社が代わりの者を探すことの方が多い 

（イ） 一人親方が自分の判断で代わりの者を探すことの方が多い 

 

⑥ 一人親方の仕事を代わりの者が行った場合の報酬について誰に支払いますか。 

（ア）代わりをした者に支払うことの方が多い 

（イ）一人親方に支払うことの方が多い 

 

⑦ 一人親方が仕事で行う機械・器具（手元工具を除く）について 

（ア） 一人親方が仕事で使う機械・器具は、会社が提供することの方が多い 

（イ） 一人親方が持ち込むことの方が多い 

 

  ⑧一人親方が仕事で使う材料について 

（ア）一人親方が仕事で使う材料は、会社側が提供することの方が多い 

（イ）一人親方が仕事で使う材料は、一人親方が調達することの方が多い 

 

⑨請負契約の一人親方について、施工体制台帳の提出、施工体系図への記載はされてい

ますか。 

（ア）施工体制台帳は未提出、施工体系図は未記載の場合が多い 

（イ）施工体制台帳を提出させ、施工体系図へ記載する場合が多い 

 

  

２団体 

１０団体 

５団体 

５団体 

４団体 

６団体 

８団体 

４団体 

１１団体 

１団体 

１１団体 

１団体 

６団体 

７団体 

１２団体 

０団体 

４団体 

６団体 
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３．偽装一人親方への対応 

 

①自らを一人親方として認識していない技能者本人にどのように認識してもらうか貴団体の

考えをお聞かせください。 

・労災、保険、社会保障に関するリスクがある旨の説明をし、理解を求める。建設キャリアアッ

プシステムを活用し、事業者登録をして自覚を持たせる。 

・労働災害が発生した場合の事例・補償について説明する。  

・国土交通省リーフレット「みんなで進める一人親方の保険加入」のチェックシートを使って説

明する。 

・給料のもらい方や労災保険など各種保険のかけ方を確認する。 

・何が偽装なのか、正しく雇用する判断ができる資料を各専門委員会等にて準備して、会員企業

に情報提供して周知をしてもらう。 

・働き方のチェックシート等により自身に記入、判定させる必要がある。 

・業界団体、行政庁が様々な方法によって一人親方の定義及び雇用契約と比べた一人親方である

ことのデメリットについて周知活動をくり返し実施する。 

・まずは一人親方とはどういうものか、を理解してもらう必要があり、リーフレット等で一人親

方と従業員の違いを明確化する必要があるのではないか。さらに一人親方と従業員の様々な補償

の違いを分かりやすく説明し、一人親方のメリット、デメリットを理解してもらう。  

・パンフレット等の活用、社会保険加入義務について認識しているか確認。  

・一人親方として契約している請負上位者により指導、教育することで認識してもらう。 

・具体的な労災補償内容についての説明を行う、一人親方に対して特別加入保険に入るよう指導

するとともに本人に認識してもらう。 

・技能者本人・企業に対して未加入のリスク（年金機構から事業所資産（金融機関の預金・債券

等）の差し押さえの恐れ他・・・）を伝える。 

・労働者か請負なのか、具体例を示し自らの働き方がどちらに該当するのか、どちらに近いのか

を知ってもらい、理解していただく必要があると考える。一人親方、労働者、各々の長所短所を

理解し、納得したうえで雇用形態を選択できるようにすべきと考えます。 

・現場入場時等において、契約形態・内容の確認を実施する（請負契約か労働契約かの明確化、

請負契約では契約内容の確認）。  

・事業者性、労働者性、違法な労務提供などの観点でそれぞれの要素を高める確認事項等を整理

し、チェックシート等で確認・啓蒙を図る。 

・正規の一人親方の情報提供。事業主としての手続き（保険加入、確定申告、請負契約等）を認

識させる。 

・常傭性が高く、一企業からの指示率の高い労働者は雇用となる事を即して社員化する。 

・施工体制台帳等により一人親方としての申告があった場合には、一人親方として申告されてい

ることを本人に伝える。しかし、意図的に偽装して入ってきている方は、一次下請負業者が承知

で書類とも偽装されているものと考えられる。国交省で作成したリーフレットを、各種業界団体

を通じて配布している。 
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②明らかに実態が雇用形態であるにもかかわらず、一人親方として契約している企業に対し

てどのような措置を講ずるべきか貴団体の考えをお聞かせください。 

・労働法規側の強力な指導 

・グレーゾーンを廃止し、明確に白と黒に分ける。社会保険未加入問題の時と同様、現場入場制

限等の何らかの制限を設ける。同時に、一人親方を従業員化した場合の雇用保険を含む社会保険

に加入させることのメリット（助成金活用、技能者の将来の年金等）等をリーフレット等で企業

に伝える。 

・行政による徹底的な調査や指導を行うべきと考える。 

・仕事を発注するべきではないし、雇用形態が明らかになった場合、社会保険等の加入をさせる

べきである。 

・疑わしい一人親方を調べる方法については、当人・企業間においての支払明細及び受領に関す

る書類の提出を求める。横行させない為に、事例が確認された場合、その企業に対して何らかの

罰則措置が必要。一人親方として契約している企業に対して徹底した指導をしてもらう。 

・明らかに偽装一人親方と判断できれば当然法的な処罰を行うべし。処罰対象に関しては、個々

の状況によるが、少なくとも本人の意思に反して実態とそぐわない契約を企業側が強いているの

であれば悪質な脱法行為であり、厳罰化はやむを得ないと考えます。 

・関係行政庁への違法事実・実態を通報し、是正を求める。 

・適正な労働契約の締結を指導する。 

・偽装請負の違法性、事業者としてのリスク等の周知徹底。 

・雇用に伴う必要経費（法定福利費等）確保に理解を求め、継続的な雇用を促す。 

・違法行為については法令に基づき指導する。雇用では無く一人親方として扱っていることを理

由に社会保険等を支払わないことで不当に安い金額で工事を請け負えるということがある。適正

な競争原理が働かず発注者にとっても不利益が生じるため、建設業の許可がないものには一人親

方として契約できないようにする。 

・元請としては、協力会社を通して指導を行い、改善されない場合は取引をしない。 

・国として営業停止等厳しく取り締まる。  

・一人親方の偽装請負が判明した時点で現場への入場を原則辞退してもらっている。  

・速やかに雇用契約を締結し、社会保険も適切に加入するよう指導する。雇用できない理由等が

あればヒアリングしていく。 

・その違法性や業界としてのデメリット（技能者の処遇悪化による担い手確保への支障）を上位

会社がきちんと説明し、それでもなお是正されない場合は取引の停止も視野に更なる指導を行

う。ただし、拙速に進めると建設業界からの離脱や更なるアングラ化を助長しかねないため、じ

っくりと取り組む必要がある。 

・一人親方については、協会での把握が難しいので、各委員会等で検討した内容を会員企業に情

報提供し、偽装ではなく正規に一人親方と請負契約を結んで、現場作業をする事が法律の遵守事

項であることを広報していく。  

・法的処置（請負契約の解除等）も必要と思う。 

・強制加入などの法整備。 
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・元請として、一次下請会社に是正指導を行う。建設業法違反が伴うようなケースについては、

一時発注停止などの措置をとるケースもある。元請の立場から、個別の雇用契約について偽装請

負であるか否かを判断することは難しいので、雇用者への措置については、労基署等行政の対応

を推進してほしい。建設業法違反での取引停止などのコンプライアンス厳守を企業方針であるこ

とを伝達し、改善を求める。改善がなされない場合は発注をしない。 

 

③偽装一人親方本人に対してどのような対応を図るべきか貴団体の考えをお聞かせくださ

い。 

・自身の働き方についてよく理解してもらった上で、適正な雇用契約又は請負契約を促す。  

・一人親方については、協会での把握が難しいので、各委員会等で検討した内容を会員企業に情

報提供し、偽装ではなく正規に一人親方と請負契約を結んで、現場作業をする事が法律の遵守事

項であることを広報していく。  

・基本、一人親方は認めない（一人親方の原則入場禁止（報酬の剥奪）等厳しい対応）としてい

る地域もあるが、現に一人親方が存在していることも事実であり、即刻認めないというものでは

なく、徐々に減らすための施策を検討してはどうか。 

・偽装一人親方の中にも、本人が意図してなっている技能者と企業の都合でなっている技能者が

いる。まずは一人親方についてのリーフレット等を作業所等を通じて技能者に渡し理解させ、企

業都合の一人親方の解決を技能者から要求してもらう。（偽装一人親方を行っている企業は技能

者へそれらの情報を伝達するはずがないので、該当する技能者へそれらの情報を伝えるには日々

働いている作業所から伝えるしかないと考える） 

・確信犯としてこの立場にいる者への対応は必要だが、抽出できるのか疑問。また、偽装「請負」

に対する違法性はあるが、偽装であろうと一人親方に仕事を出さないことは、独禁法にふれない

か。 

・お金を稼ぎたい、技術をもっと向上させたいから一人親方になった人と、否応なく一人親方に

ならざるを得なかった人がいて、後者に偽装一人親方が多いと思われます。本人というよりも、

一人親方として契約している企業の責任だと考えます。 

・極論ですが、建設工事での「（一人親方に限定した）派遣」を法的に認められないでしょうか。

そうすれば、「偽装一人親方」が減少すると思います。（正しくは、請負でなくなるため偽装一人

親方に該当しなくなると表現したほうが良いかもしれません） 

・実態として所属している会社を通した指導では効果が薄まる懸念があるので、技能者本人に元

請も含めた上位会社が直接その違法性やデメリットを説明する必要あり。 

・独り立ちできるまでは会社に所属するよう促す。 

・インボイス制度が令和 5 年から施行されることにより、偽装一人親方に仕事が少なくなるとい

う情報を伝える。一人親方本人が置かれている立場の脆弱性を説明、理解してもらうことに努め

るほか、違法行為については法令に基づき指導する。 

・仕事を発注すべきではないし、雇用形態が明らかになった場合、社会保険等の加入をさせるべ

きである。 
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・その事実を伝えて本人が雇用者側と折衝し改善を計るべき。改善されない場合は、全建総連等

の労働組合等に相談し協力いただきながら改善すべきと考えます。  

・建設キャリアアップシステムの普及、技能者登録の推進に合わせて、働き方（雇用者なのか事

業者なのか）と労働者保護の仕組みを PR し、偽装一人親方として働くことの不利を知ってもら

う。 

・何故、その親方は偽装一人親方 をしているのか？何らかの事情があり、やむを得ず、今に至っ

たのか本人に聞く必要があると思う。その後、適正な指導をする。   

・請負契約の徹底。  

・取引先との適正な労働契約の締結。  
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４．実態も請負形態である適法な一人親方に対し、どのような処遇改善措置を講ずるべきか

貴団体の考えをお聞かせください。 

・実態も請負形態も適法であり、報酬も適切ならば特に処遇改善する必要は無いと思います。しか

し、国交省が推奨している全産業界と同等な平均年収 550 万円への到達や 40 歳代で年収 600

万円の目標に程遠い場合は、単価の見直し等処遇改善を検討する必要があると考えます。 

・一人親方として働くことのメリット、デメリットを理解した上で、を本人が望んでいるなら、特

別な措置は不要だと思います。但し、労災の特別加入は必須とすべきだと考えます。 

・一人親方に安定的に仕事を供給することが大切だと思います。継続して仕事がないことが偽装一

人親方につながっていると思います。例えば、仲間うちの一人親方で組合を組織し、組合が受注し

て組合員の一人親方が組合から請負うなど、法整備を含めた仕組み作りが必要だと思います。ただ

し、組合を組織するための手続きが煩雑だと定着しないため、簡易な仕組みが良いと考えます。 

・適法であっても、十分な知識（老後の生活、病気・ケガや失業時のセ－フティネット等）を持ち

合わせないまま一人親方になっているケ－スもまだ少なくないと思われる。こうした技能者に対

して、一人親方の功罪をきちんと継続的に説明し、再認識してもらう方策を考えることは重要であ

る。 

・最低でも開業届を出し、個人事業主として建設業界で活躍してほしい。その上で、能力の高い個

人事業主は仕事がより多く発注され、その中で処遇が改善されるものと考える。 

・適法な一人親方に対しては、必要な経費を含めた労務賃金が支払われるよう下請企業を指導す

る。また、優良な技能者に対しては優良技能者手当を支給するなどの支援を行う。 

・適法であるならば一人親方と当該企業の問題であり、基本的に団体が関与するものではない。 

・時間をかけて社会保険等に加入をしてもらい、一人親方形態から法人化してもらう。 

・継続的に安定した仕事量が確保できるような制度や仕組み、セーフティネットのような支援策な

ど、国の施策が必要と考えます。 

・一人親方の見積り作成、請負契約締結については、建設業法等で一人親方との取引について特に

配慮すること等を明文化し、必要労務費・経費確保等の徹底が図れる施策の検討。 

・CCUS 登録をしている一人親方については、CCUS レベル等を活用した最低取引労務単価を設

定するなど、請負金額、取引・契約上で優位になる仕組みを検討する。 

・適正な請負として現場入場ができる環境・法令等の整備など。 

・作業が確実で責任を持ち、やりがいを持って行っている場合は、工事完成後に査定をして、次回

の単価増額（見直し）をするべきである旨の報告会を専門委員会等にて行い、情報提供していく。 

・明確な書面契約による処遇の確保。  

・公的実態調査を行う。 

・請負契約の平準化。適正な工期、適正な単価での契約。 
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・適正な価格（単価）での書面による請負契約、支払い条件、工程等の確保が必要と思われる。一

人親方は、労災保険給付（特別加入制度は一人親方の自己負担である）、失業時給付及び年金給付

の面で、雇用労働者に比べ極めて不利な状況におかれている。厚生年金保険への加入を義務化する

とともに平均的な雇用労働者が受ける厚生年金保険給付及び労災保険給付に相当する給付を受け

ることのできるような、厚生年金保険料相当額及び労災保険料相当額を一人親方との請負契約に

反映させる仕組みが必要である。 

・更なる処遇改善については、特に必要だとは思わないが、品質保証ができる一次下請会社の直下

など、できるだけ上位の下請けとして施工体制に入ってもらえれば良いと思う。建退共への加入と

建設キャリアアップシステムへの登録を推奨する。 
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５．その他御意見などございましたら、お考えをお聞かせください。 

・弊社協力会社何社かに、同アンケートの内容で、現状を問い合わせましたが、社会保険皆加

入の現時点で、一人親方の採用は、よほどの人手不足や技量、元社員でもない限り、社会保険

加入や労災保険（特別加入）等で難しい面もあり、行っていないとのことです。元請会社とし

ましても、同様に積極的な採用は避けています。 

・一人親方として、偽装で有るか無いかが明確に判断できるようにしたらどうか。 

・労働者本人が一人親方を選択している場合も多いと思われます。 

特に厚生年金について、受給資格を得るためには１０年の加入が必要だと勘違い（？）してい

る場合も多いのではないか？（国民年金を１０年納め、厚生年金に一ヶ月以上被保険者であれ

ば老齢厚生年金は受け取れる？）など、制度について労働者の理解が（自分も含め）乏しいよ

うに思います。 

・発注者・受注者とも、経済的な事由により一人親方を選択しているケースが多いと思われる

が、建設業法では元請は指導までが限界であり、適正な一人親方か否かを一人一人判断するの

は現実的に困難である。実際に取り締まるためには適合される法律に基づく措置が必要と思

われる。 

・一人親方は少なくとも 35 年以上も前から存在していました。当時は一人で請け負って仕事

をしていた人を一人親方と呼び、特に細かな指示系統や作業形態に関する一人親方の定義な

どなかったように思います。一人親方が先に存在し、長い間放置され、社会保険等が騒がれ始

めたのもここ数年のことです。法律があとから整備され、ここにきて偽装一人親方がクローズ

アップされているものと理解しています。 

 今現在、野丁場において“一人親方”で人一倍稼げる場所は少なく、安定した生活を望む若

者は“一人親方“よりも”社員“を選択するのではないでしょうか。一人親方の存在そのもの

にも違和感を覚えます。一人親方の年齢分布や割合、働き方などの実態を調査し、労働力の調

整役を担っているのであれば、一人親方の労働環境の改善は難しく、一人親方自体を見直す時

期にきていると思います。 

・副業が認められる時代の中、建設業界にとって、どのような働き方が担い手不足の解消につ

ながるのか、業界全体で議論が必要と考える。その過程で、ハウスメーカーや戸建て工務店、

大手ゼネコンや空調衛生設備など多岐に拡がる建設業界では、複数の解答肢が生まれるので

はないでしょうか。 

・厚労省による抜き打ち検査を専門工事業者に対して行うのが良いと思われます。 

・建設技能者全体に言えることですが、特に一人親方の収入は建設業界の景気によって大きく

左右されると考えます。新型コロナウイルス感染症の影響による建設業界の景気悪化のしわ

寄せが、建設技能者に集中しないように「労務費見積り尊重宣言」や「建設キャリアアップシ

ステム」を通じて技能に対する適切な賃金の支払いへの取組みを進めていく必要があると考

えます。 

・個人の問題ではなく、実態的に雇っている会社（雇用主）側の問題が強いと考えている。常

に使用する職人であれば、日雇いであれ雇用形態を取るべき。 
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・①一人親方は、実態としてはグループを形成しており、そのグループが一種の会社として機

能しているのが実態。 

②最近の施策（ＣＣＵＳ、見える化、外国人材／特定技能 など）は結論ありきで性急に進

めすぎていると思います。※時間をかければ良いということではありません。 

 結果として上手く機能しておらず、その後、業界団体に要請される負担（しわ寄せ）が大き

すぎると感じます。社会保険未加入対策も「加入率」を見ると上昇しているため成果があるよ

うに見えますが、同時に進められるべき「法定福利費の支払い」についてはなおざりで、書類

の量や費やす時間だけが増大しており、保険料の徴収側には十分なメリットが発生していま

すが、業者側（民間工事、特に専門工事業種）は、適正に支払われた感覚が乏しいです。請負

金額決定の際には、明示された法定福利費を念頭に逆算して値引き額を決め、適正に支払った

ように見せかける「偽装支払」が大手建設会社でも横行していると聞き及びます。「協議の上、

双方合意している」が常套句、つじつま合わせの契約です。また、中小建設会社に至っては、

法定福利費の認識すらないのが現状です。本件に着手するのは上記が解決されてからだと考

えますが、そもそも「一人親方は良くない」かのように話を進めることが問題であると考えま

す。望んでその立場にいる技能労働者に不利益が生じ、ひいては業界を去るきっかけになり得

ると危惧します。今回のアンケートが、アンケートを実施したという「実績作り」に終わらな

いことを切に希望いたします。 

③建設キャリアアップカードを取得しても現場にカードリーダーが無ければ、就業履歴が

蓄積されません。活用されるように建設業全体で取り組んでもらいたい。 

・一人親方問題解決に関しては、社会保険未加入問題の解決プロセスが役立つと考えます。行

政、元請け、専門工事業が同じ方向性を目指し、行動すること。年度目標を立て、段階的に罰

則もつけながら進めていく。適正な一人親方と、偽装一人親方の明確な区別化。さらに偽装一

人親方も本人都合と会社都合の偽装一人親方の区別化。そしてまずは企業都合の一人親方の

従業員化。そのために、社会保険未加入問題同様、まずは行政がこの一人親方問題とは何か？

なぜこの問題解決が必要なのか？どのようなプロセスで解決していくのか等をまずは建設業

全体に提起していただきたいと考えます。 

 この問題は、一人親方という建設技能者特有ともいえる制度は発足時のまま存在している

一方、建設業法や労働安全衛生法等の関係する法律は時代とともに変化してきたことにより

ギャップが生まれ、いたるところで支障をきたす結果となっており、これを機に現在の建設業

システム、関係法律、働き方改革等に適する、建設技能者の新しいモデルを確立できることを

期待します。 
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・当団体が会員を対象に実施している賃金実態調査（回答数 77955 人）の平均年収（2019

年度）では、常用（職人）423 万円、一人親方 462 万円と年収差があまりなく、年収 600

万円未満の一人親方が 78.7％を占めており、形式的な請負・一人親方が多い実態が考えられ

る。 

 また、一人親方の契約実態を見ても、労務請負（提供）のみで「1 日 20,000 円」等の人

工・常用請負契約が多く、事前の見積り・価格交渉・書面契約など、事業者として適正な請負

契約行為をしていない実態が散見される。こうした「人工・常用請負契約」で就労している一

人親方は、労働者性が高いと考えられるので、実態を考慮しながら、適正な労働契約、雇用化

を促していく施策・対策を検討していく必要があると考える。 

 また、一人親方の増加によって、建設技能者としての技能育成・教育・継承なども危惧がさ

れる。 

・技能者を使用する元請企業が技能者を育成するのか、雇用している事業主が育成するのかの

いずれにせよ、コストと時間は必要になる。一人前になるまでには時間がかかりその間の生産

性は上がらない。そのあたりを使用する元請企業も理解し、業界として暖かく見守れる環境を

整備していく必要がある。基金のような団体を創設し、教育支援制度などの補助金支給などに

より技能者の雇用企業が人財を安心して育成できる環境整備が必要。 

・受注環境の状況により法的福利費の確保が困難となり、偽装一人親方化等による社会保険の

適正加入逃れがおこり適正な受注競争が行われていない状況になりつつある。労働者の適正

な働き方を確保するために徹底的な偽装一人親方等の調査、指導を行っていかなければ業界

全体の衰退を招く結果となりかねないと考える。 
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第 １  検 討 の 趣 旨  

 

労 働 基 準 法 第 ９ 条 は 、 そ の 適 用 対 象 で あ る 「 労 働 者 」 を 「 使 用 さ れ る 者

で 、賃 金 を 支 払 わ れ る 者 を い う 。」と 規 定 し て い る が 、具 体 的 な 事 案 に つ い

て こ の 「 労 働 者 」 に 該 当 す る か ど う か の 判 断 は 必 ず し も 容 易 で は な い 。  

こ の 点 に 関 し て は 、 昭 和 ６ ０ 年 に 労 働 基 準 法 研 究 会 報 告 「 労 働 基 準 法 の

『 労 働 者 』 の 判 断 基 準 に つ い て 」 が 出 さ れ て い る が 、 な お 、 労 働 者 に 該 当

す る か 否 か が 問 題 と な る 事 例 が 多 く み ら れ る こ と か ら 、 平 成 ５ 年 の 労 働 基

準 法 研 究 会 報 告 で は 、 当 面 、 こ の 判 断 基 準 に よ り 運 用 し 、 行 政 と し て も 、

よ り 具 体 的 な 運 用 基 準 を 作 成 す る な ど 、 引 き 続 き 判 断 基 準 の 明 確 化 に 努 め

る こ と が 適 当 で あ る と さ れ て い る 。  

こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 労 働 省 か ら 当 専 門 部 会 に 対 し 、 特 に 労 働 者 性

の 判 断 に つ い て 問 題 と な る こ と が 多 い 建 設 業 手 間 請 け 従 事 者 及 び 芸 能 関 係

者 に つ い て 、 昭 和 ６ ０ 年 の 判 断 基 準 を よ り 具 体 化 し た 判 断 基 準 の あ り 方 に

つ い て の 検 討 が 依 頼 さ れ 、 当 専 門 部 会 と し て 検 討 を 重 ね た 結 果 、 以 下 の よ

う な 結 論 に 達 し た 。  
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第 ２  建 設 業 手 間 請 け 従 事 者 に つ い て  

 

Ⅰ  は じ め に  

 

１  「 手 間 請 け 」 と は  

「 手 間 請 け 」 と い う 言 葉 は 、 多 様 な 意 味 で 用 い ら れ て い る が 、 本 報

告 に お い て は 、 工 事 の 種 類 、 坪 単 価 、 工 事 面 積 等 に よ り 総 労 働 量 及 び

総 報 酬 の 予 定 額 が 決 め ら れ 、 労 務 提 供 者 に 対 し て 、 労 務 提 供 の 対 価 と

し て 、 労 務 提 供 の 実 績 に 応 じ た 割 合 で 報 酬 を 支 払 う と い う 、 建 設 業 に

お け る 労 務 提 供 方 式 を 「 手 間 請 け 」 と 定 義 す る 。  

こ の 他 に 「 手 間 請 け 」 と 呼 ば れ る も の と し て 、 ① 手 間 賃 （ 日 当 ） に

よ る 日 給 月 給 制 の 労 働 者 の 場 合 、② 手 間（ 労 務 提 供 ）の み を 請 け 負 い 、

自 ら は 労 務 提 供 を 行 わ ず に 労 働 力 を 供 給 す る 事 業 を 行 っ て い る 者 の 場

合 等 が あ る が 、 ① に つ い て は 一 般 に 労 働 者 と 、 ② に つ い て は 一 般 に 事

業 者 で あ る と 解 す る こ と が で き 、 こ れ ら に つ い て は 労 働 者 性 の 問 題 が

生 じ る と こ ろ で は な い の で 、 本 報 告 で は 対 象 と は し て い な い 。  

な お 、 建 設 業 に お い て 「 手 間 請 け 」 の 形 態 が 見 ら れ る 工 事 に は 様 々

な 種 類 の も の が あ る と 考 え ら れ る が 、 以 下 で は 主 に 建 築 工 事 を 念 頭 に

置 い て 記 述 し て い る 。  

 

２  「 手 間 請 け 」 の 形 態  

以 上 の よ う な 「 手 間 請 け 」 と い う も の に つ い て も 、 工 事 の 種 類 、 労

務 提 供 の 形 態 等 に よ り 、 い く つ か の 形 態 が 存 在 す る 。 特 に 、 住 宅 建 築

等 の 小 規 模 建 築 工 事 の 場 合 と ビ ル 建 築 等 の 大 規 模 建 築 工 事 の 場 合 で は 、

そ の 形 態 が 大 き く 異 な っ て い る 。 な お 、 建 設 業 の 場 合 、 親 方 、 子 方 、

配 下 、 世 話 役 等 の 用 語 が 、 工 事 の 形 態 に よ り 異 な っ た 意 味 に 使 わ れ る

場 合 が あ る の で 、 単 に そ の 呼 び 名 だ け で は な く 実 際 の 役 割 に 留 意 す る

必 要 が あ る 。  

⑴  小 規 模 建 築 工 事 の 場 合  

建 築 工 事 を 請 け 負 っ た 工 務 居 、専 門 工 事 業 者 等 と 大 工 等 の 建 築 作

業 従 事 者 間 で の 契 約 ・ 労 務 提 供 の 形 態 で あ る 。 建 築 作 業 従 事 者 は 、
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単 独 の 場 合 と グ ル ー プ の 場 合 が あ り 、 後 者 の 場 合 に は 、 グ ル ー プ の

世 話 役 が い る 場 合 が あ る 。  

契 約 は 、 一 つ 一 つ の 工 事 ご と に 、 就 労 場 所 、 工 期 、 作 業 内 容 、 坪

単 価 、 報 酬 の 支 払 方 法 等 を 内 容 と し て 、 通 常 は 口 頭 で 行 わ れ る 。  

報 酬 に つ い て は 、ま ず 、仕 事 の 難 易 度 に よ り 一 坪 仕 上 げ る の に 何

人 分 （ 人 工 ） の 労 働 力 が 必 要 か が 判 断 さ れ 、 こ れ を 基 に 、 坪 単 価 が

決 定 さ れ て 坪 単 価 ×総 坪 数 で 総 報 酬 額 が 決 め ら れ る 。 こ の 総 報 酬 額

を 、 工 事 の 進 捗 状 況 に 従 っ て 按 分 し 、 月 ご と に 、 あ る い は 、 請 求 に

応 じ て 随 時 支 払 う 場 合 や 、 工 事 終 了 後 一 括 し て 支 払 う 場 合 な ど が あ

る 。  

な お 、こ の 他 に 特 殊 な も の と し て 、棟 上 げ 等 の 場 合 に 他 の 大 工 等

に 応 援 を 求 め 、逆 の 立 場 の 場 合 に そ の「 手 間 」返 す「 手 間 貸 し 」（ 手

間 返 し ） と い う 形 態 も あ る 。  

 

⑵  大 規 模 建 築 工 事 の 場 合  

お お む ね 、次 の 三 種 類 の 形 態 が 考 え ら れ る 。た だ し 、こ の 分 類 は

あ く ま で も 代 表 的 な 例 を 示 し た も の で あ り 、 現 実 に は 必 ず し も ど れ

か に 当 て は ま る も の で は な い こ と か ら 、 労 働 者 性 の 判 断 に 当 た っ て

は 、 実 際 の 形 態 に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

イ  世 話 役 請 取 り  

世 話 役 が 一 次 業 者 等 と 請 負 契 約 を 結 び 、世 話 役 が 更 に そ の 下 の

作 業 員 と の 間 で 就 業 に 関 す る 契 約 を 結 ぷ 形 態 で あ る 。 世 話 役 と そ

の 下 の 作 業 員 の 間 で は 、 １ 日 当 た り い く ら と い う よ う な 内 容 の 契

約 が 結 ば れ る 場 合 が 多 い 。  

ロ  グ ル ー プ 請 取 り  

仕 事 が あ っ て 手 が 足 り な い と か 量 が 多 い と い っ た 場 合 に 、同 じ

よ う な レ ベ ル に あ る 仲 間 が グ ル ー プ で 一 次 業 者 等 か ら 請 け 負 う

形 態 で あ る 。 グ ル ー プ 内 で は 、 グ ル ー プ の 世 話 役 と グ ル ー プ の 構

成 員 の 間 で 、 ㎡ 当 た り い く ら と い う 取 決 め を 結 ん で い る 場 合 や 、

グ ル ー プ 内 が 全 く 対 等 の 関 係 に あ り 、 一 次 業 者 等 と の 関 係 は 、 グ

ル ー プ 構 成 員 の 話 合 い に よ り 処 理 さ れ る 場 合 な ど 、 様 々 な 形 態 を
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含 ん で い る 。  

ハ  一 人 親 方  

単 独 で 作 業 を 請 け 負 う 形 態 で あ る 。  

契 約 は 、㎡ 当 た り い く ら 、ト ン 当 た り い く ら と い う 出 来 高 払 の

単 価 契 約 で 、 口 頭 契 約 の 場 合 が 多 い 。  

 

３  使 用 者 、 事 業 主 ・ 事 業 者  

⑴  総 論  

建 設 業 の 場 合 に は 、下 請 契 約 等 が 重 層 的 に な さ れ て い る こ と が 多

く 、 ま た 、 実 際 の 指 示 や 命 令 も 重 層 的 に な さ れ る 。 そ の た め 、 こ の

よ う な 重 層 的 な 関 係 の 下 で 作 業 に 従 事 す る 者 に つ い て 労 働 者 性 を 判

断 す る た め に は 、 誰 と 誰 の 聞 に 使 用 従 属 関 係 が あ る か を 明 確 に す る

必 要 が あ る 。  

な お 、労 働 基 準 法 等 関 係 法 令 に お い て は 、そ の 義 務 主 体 が 、労 働

基 準 法 に お い て は「 使 用 者 」、労 働 安 全 衛 生 法 に お い て は「 事 業 者 」、

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 に お い て は 「 事 業 主 」 と な っ て い る 。 こ の う

ち「 事 業 者 」及 び「 事 業 主 」は 事 業 の 責 任 主 体 で あ り 、「 使 用 者 」は

事 業 主 の た め に 行 為 す る す べ て の 者 で あ る こ と か ら 、 こ の 二 者 に つ

い て は 対 象 と な る 範 囲 が 異 な っ て い る 。  

労 働 者 性 の 判 断 基 準 に お い て 、「 労 働 者 性 を 弱 め る 要 素 」 と し て

い る 「 事 業 者 性 」 は 、 上 の 意 味 で の 「 事 業 者 」 又 は 「 事 業 主 」 で あ

る か 否 か 、 あ る い は 、 こ れ ら に ど の 程 度 近 い も の で あ る か と い う 点

で あ る 。  

他 方 、労 働 基 準 法 に お い て は 、事 業 主 以 外 の 者 で あ っ て も 、実 際

に 指 揮 命 令 等 を 行 っ て い る 者 は す べ て そ の 限 り で 「 使 用 者 」 で あ る

こ と に な る こ と か ら 、労 働 基 準 法 に お い て「 使 用 者 」で あ る と さ れ 、

そ の 責 任 を 負 う べ き 場 合 で も 、 直 ち に そ の 者 の 労 働 者 性 が 否 定 さ れ

る も の で は な い 。  

 

⑵ 各 論  

手 間 請 け 従 事 者 の 労 働 者 性 が 認 め ら れ る 場 合 に は 、 原 則 的 に は 、
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手 間 請 け 従 事 者 文 は そ の グ ル ー プ と 直 接 契 約 を 締 結 し た 工 務 底 、 専

門 工 事 業 者 、 一 次 業 者 等 が 使 用 者 に な る も の と 考 え ら れ る が 、 グ ル

ー プ で 仕 事 を 請 け て い る 場 合 に は 、 グ ル ー プ の 世 話 役 等 が 使 用 者 に

な る 場 合 も 考 え ら れ る 。 し た が っ て 、 グ ル ー プ に よ る 手 間 請 け の 場

合 に お い て は 、 グ ル ー プ の 世 話 役 と 構 成 員 の 間 及 び 工 務 店 、 専 門 工

事 業 者 、 一 次 業 者 等 と グ ル ー プ の 構 成 員 の 間 の 使 用 従 属 関 係 の 有 無

等 を 検 討 し 、 グ ル ー プ の 世 話 役 が 、 労 働 者 の グ ル ー プ の 単 な る 代 表

者 で あ る の か 、 グ ル ー プ の 構 成 員 を 使 用 す る 者 で あ る の か を 、 そ の

実 態 に 即 し て 判 断 す る 必 要 が あ る 。  

 

Ⅱ  判 断 基 準  

１  使 用 従 属 性 に 関 す る 判 断 基 準  

⑴  指 揮 監 督 下 の 労 働  

イ  仕 事 の 依 頼 、 業 務 に 従 事 す べ き 旨 の 指 示 等 に 対 す る 諾 否 の 自 由

の 有 無  

具 体 的 な 仕 事 の 依 頼 、業 務 に 従 事 す べ き 旨 の 指 示 等 に 対 し て 諾

否 の 自 由 が あ る こ と は 、 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 否 定 す る 重 要 な 要

素 と な る 。  

他 方 、こ の よ う な 諾 否 の 自 由 が な い こ と は 、一 応 、指 揮 監 督 関

係 を 肯 定 す る 要 素 の 一 つ と な る 。 た だ し 、 断 る と 次 か ら 仕 事 が 来

な く な る こ と な ど の 事 情 に よ り 事 実 上 仕 事 の 依 頼 に 対 す る 諾 否

の 自 由 が な い 場 合 や 、 例 え ば 電 気 工 事 が 終 わ ら な い と 壁 の 工 事 が

で き な い な ど 作 業 が 他 の 職 種 と の 有 機 的 連 続 性 を も っ て 行 わ れ

る た め 、 業 務 従 事 の 指 示 を 拒 否 す る こ と が 業 務 の 性 質 上 そ も そ も

で き な い 場 合 に は 、 諾 否 の 自 由 の 制 約 は 直 ち に 指 揮 監 督 関 係 を 肯

定 す る 要 素 と は な ら ず 、 契 約 内 容 や 諾 否 の 自 由 が 制 限 さ れ る 程 度

等 を 勘 案 す る 必 要 が あ る 。  

 

ロ  業 務 遂 行 上 の 指 揮 監 督 の 有 無  

（ イ ）  業 務 の 内 容 及 び 遂 行 方 法 に 対 す る 指 揮 命 令 の 有 無  

設 計 図 、仕 様 書 、指 示 書 等 の 交 付 に よ っ て 作 業 の 指 示 が な さ
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れ て い る 場 合 で あ っ て も 、 当 該 指 示 が 通 常 注 文 者 が 行 う 程 度 の

指 示 等 に 止 ま る 場 合 に は 、 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 肯 定 す る 要 素

と は な ら な い 。 他 方 、 当 該 指 示 書 等 に よ り 作 業 の 具 体 的 内 容 ・

方 法 等 が 指 示 さ れ て お り 、 業 務 の 遂 行 が 「 使 用 者 」 の 具 体 的 な

指 揮 命 令 を 受 け て 行 わ れ て い る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 指 揮 監

督 関 係 の 存 在 を 肯 定 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

工 程 に つ い て の 他 の 職 種 と の 調 整 を 元 請 け 、工 務 店 、専 門 工

事 業 者 、 一 次 業 者 の 責 任 者 等 が 行 っ て い る こ と は 、 業 務 の 性 格

上 当 然 で あ る の で 、 こ の こ と は 業 務 遂 行 上 の 指 揮 監 督 関 係 の 存

否 に 関 係 す る も の で は な い 。  

（ ロ ）  そ の 他  

「 使 用 者 」の 命 令 、依 頼 等 に よ り 通 常 予 定 さ れ て い る 業 務 以

外 の 業 務 に 従 事 す る こ と が あ る 場 合 に は 、 使 用 者 の 一 般 的 な 指

揮 監 督 を 受 け て い る と の 判 断 を 補 強 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

 

ハ  拘 束 性 の 有 無  

勤 務 場 所 が 建 築 現 場 、刻 み の 作 業 場 等 に 指 定 さ れ て い る こ と は 、

業 務 の 性 格 上 当 然 で あ る の で 、 こ の こ と は 直 ち に 指 揮 監 督 関 係 を

肯 定 す る 要 素 と は な ら な い 。  

勤 務 時 間 が 指 定 さ れ 、管 理 さ れ て い る こ と は 、一 般 的 に は 指 揮

監 督 関 係 を 肯 定 す る 要 素 と な る 。 た だ し 、 他 職 種 と の 工 程 の 調 整

の 必 要 が あ る 場 合 や 、 近 隣 に 対 す る 騒 音 等 の 配 慮 の 必 要 が あ る 場

合 に は 、 勤 務 時 間 の 指 定 が な さ れ た と い う だ け で は 指 揮 監 督 関 係

を 肯 定 す る 要 素 と は な ら な い 。  

一 方 、労 務 提 供 の 量 及 び 配 分 を 自 ら 決 定 で き 、契 約 に 定 め ら れ

た 量 の 労 務 を 提 供 す れ ば 、 契 約 に お い て 予 定 さ れ た 工 期 の 終 了 前

で も 契 約 が 履 行 さ れ た こ と と な り 、 他 の 仕 事 に 従 事 で き る 場 合 に

は 、 指 揮 監 督 関 係 を 弱 め る 要 素 と な る 。  

 

二  代 替 性 の 有 無  

本 人 に 代 わ っ て 他 の 者 が 労 務 を 提 供 す る こ と が 認 め ら れ て い
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る 場 合 や 、 本 人 が 自 ら の 判 断 に よ っ て 補 助 者 を 使 う こ と が 認 め ら

れ て い る 場 合 等 労 務 提 供 の 代 替 性 が 認 め ら れ て い る 場 合 に は 、 指

揮 監 督 関 係 を 否 定 す る 要 素 の 一 つ と な る 。 他 方 、 代 替 性 が 認 め ら

れ て い な い 場 合 に は 、 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 補 強 す る 要 素 の 一 つ

と な る 。  

た だ し 、労 働 契 約 の 内 容 に よ っ て は 、本 人 の 判 断 で 必 要 な 数 の

補 助 者 を 使 用 す る 権 限 が 与 え ら れ て い る 場 合 も あ る 。 こ の た め 、

単 な る 補 助 者 の 使 用 の 有 無 と い う 外 形 的 な 判 断 の み で は な く 、 自

分 の 判 断 で 人 を 採 用 で き る か ど う か な ど 補 助 者 使 用 に 関 す る 本

人 の 権 限 の 程 度 や 、 作 業 の 一 部 を 手 伝 わ せ る だ け か あ る い は 作 業

の 全 部 を 任 せ る の か な ど 本 人 と 補 助 者 と の 作 業 の 分 担 状 況 等 を

勘 案 す る 必 要 が あ る 。  

 

⑵  報 酬 の 労 務 対 償 性 に 関 す る 判 断 基 準  

報 酬 が 、時 間 給 、日 給 、月 給 等 時 間 を 単 位 と し て 計 算 さ れ る 場 合

に は 、 使 用 従 属 性 を 補 強 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

報 酬 が 、１ ㎡ を 単 位 と す る な ど 出 来 高 で 計 算 す る 場 合 や 、報 酬 の

支 払 に 当 た っ て 手 間 請 け 従 事 者 か ら 請 求 書 を 提 出 さ せ る 場 合 で あ っ

て も 、 単 に こ の こ と の み で は 使 用 従 属 性 を 否 定 す る 要 素 と は な ら な

い 。  

 

２  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素  

⑴ 事 業 者 性 の 有 無  

イ  機 械 、 器 具 等 の 負 担 関 係  

据 置 式 の 工 具 な ど 高 価 な 器 具 を 所 有 し て お り 、当 該 手 間 請 け 業

務 に こ れ を 使 用 し て い る 場 合 に は 、 事 業 者 と し て の 性 格 が 強 く 、

労 働 者 性 を 弱 め る 要 素 と な る 。  

他 方 、高 価 な 器 具 を 所 有 し て い る 場 合 で あ っ て も 、手 間 請 け 業

務 に は こ れ を 使 用 せ ず 、 工 務 庖 、 専 門 工 事 業 者 、 一 次 業 者 等 の 器

具 を 使 用 し て い る 場 合 に は 、 労 働 者 性 を 弱 め る 要 素 と は な ら な い 。 

電 動 の 手 持 ち 工 具 程 度 の 器 具 を 所 有 し て い る こ と や 、釘 材 等 の
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軽 微 な 材 料 費 を 負 担 し て い る こ と は 、 労 働 者 性 を 弱 め る 要 素 と は

な ら な い 。  

 

ロ  報 酬 の 額  

報 酬 の 額 が 当 該 工 務 居 、専 門 工 事 業 者 、一 次 業 者 等 の 同 種 の 業

務 に 従 事 す る 正 規 従 業 員 に 比 し て 著 し く 高 額 な 場 合 に は 、 労 働 者

性 を 弱 め る 要 素 と な る 。  

し か し 、 月 額 等 で み た 報 酬 の 額 が 高 額 で あ る 場 合 で あ っ て も 、

そ れ が 長 時 間 労 働 し て い る 結 果 で あ り 、 単 位 時 間 当 た り の 報 酬 の

額 を 見 る と 同 種 の 業 務 に 従 事 す る 正 規 従 業 員 に 比 し て 著 し く 高

額 と は い え な い 場 合 も あ り 、 こ の 場 合 に は 労 働 者 性 を 弱 め る 要 素

と は な ら な い 。  

 

ハ  そ の 他  

当 該 手 間 請 け 従 事 者 が 、① 材 料 の 刻 み ミ ス に よ る 損 失 、組 立 時

の 失 敗 な ど に よ る 損 害 、 ② 建 物 等 目 的 物 の 不 可 抗 力 に よ る 滅 失 、

毀 損 等 に 伴 う 損 害 、 ③ 施 工 の 遅 延 に よ る 損 害 に つ い て 責 任 を 負 う

場 合 に は 、 事 業 者 性 を 補 強 す る 要 素 と な る 。 ま た 、 手 間 請 け 従 事

者 が 業 務 を 行 う に つ い て 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に 、 当 該 手 間

請 け 従 事 者 が 専 ら 責 任 を 負 う べ き と き も 、 事 業 者 性 を 補 強 す る 要

素 と な る 。  

さ ら に 、当 該 手 間 請 け 従 事 者 が 独 自 の 商 号 を 使 用 し て い る 場 合

に も 、 事 業 者 性 を 補 強 す る 要 素 と な る 。  

 

⑵  専 属 性 の 程 度  

特 定 の 企 業 に 対 す る 専 属 性 の 有 無 は 、直 接 に 使 用 従 属 性 の 有 無 を

左 右 す る も の で は な く 、 特 に 専 属 性 が な い こ と を も っ て 労 働 者 性 を

弱 め る こ と と は な ら な い が 、 労 働 者 性 の 有 無 に 関 す る 判 断 を 補 強 す

る 要 素 の 一 つ と 考 え ら れ る 。  

具 体 的 に は 、特 定 の 企 業 の 仕 事 の み を 長 期 に わ た っ て 継 続 し て 請

け て い る 場 合 に は 、 労 働 者 性 を 補 強 す る 要 素 の 一 つ と な る 。  
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⑶  そ の 他  

イ  報 酬 に つ い て 給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 を 行 っ て い る こ と は 、

労 働 者 性 を 補 強 す る 要 素 の 一 つ と な る 。  

ロ  発 注 書 、 仕 様 書 等 の 交 付 に よ り 契 約 を 行 っ て い る こ と は 、 一 般

的 に は 事 業 者 性 を 推 認 す る 要 素 と な る 。た だ し 、税 務 上 有 利 で あ

っ た り 、会 計 上 の 処 理 の 必 要 性 等 か ら こ の よ う な 書 面 の 交 付 を 行

っ て い る 場 合 も あ り 、発 注 書 、仕 様 書 等 の 交 付 と い う 事 実 だ け か

ら 判 断 す る の で は な く 、こ れ ら の 書 面 の 内 容 が 事 業 者 性 を 推 認 す

る に 足 り る も の で あ る か 否 か を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

ハ  あ る 者 が 手 間 請 け の 他 に 事 業 主 と し て の 請 負 業 務 を 他 の 日 に 行

っ て い る こ と は 、手 間 請 け を 行 っ て い る 日 の 労 働 者 性 の 判 断 に 何

ら 影 響 を 及 ぼ す も の で は な い た め 、手 間 請 け を 行 っ て い る 日 の 労

働 者 性 の 判 断 は 、 こ れ と は 独 立 に 行 う べ き も の で あ る 。  

ニ  い わ ゆ る「 手 間 貸 し 」（ 手 間 返 し ）の 場 合 に お い て は 、手 間 の 貸

し 借 り を 行 っ て い る 者 の 間 で は 、労 働 基 準 法 上 の 労 働 者 性 の 問 題

は 生 じ な い も の と 考 え ら れ る 。  
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Ⅲ  事 例  

 

（ 事 例 １ ） 大 工 Ａ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

⑴  事 業 の 内 容  

住 宅 建 築 工 事  

 

⑵  大 工 の 業 務 の 内 容  

住 宅 の 床 、壁 、天 井 等 の 建 付 け を 行 う 。発 注 者 か ら 材 料 の 供 給 を 受 け

て 、 当 該 建 築 現 場 内 に お い て 刻 み 、 打 付 け 等 の 作 業 を 行 う 。  

 

２  当 該 大 工 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

⑴  契 約 関 係  

書 面 契 約 は な く 、口 頭 に よ る 。受 注 部 分 は 、発 注 者 自 身 が 請 け 負 っ た

住 宅 の 一 区 画 で あ る 。 報 酬 は ３ ． ３ ㎡ 当 た り ５ 万 円 を 基 本 と し 、 工 事 の

進 捗 状 況 に よ り 、 毎 月 末 を 支 払 日 と し て い る 。  

 

⑵  業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由  

Ａ は 継 続 的 に こ の 発 注 者 か ら 仕 事 を 受 け て お り 、断 る と 次 か ら 仕 事 が

も ら え な く な っ て 収 入 が 途 絶 え る こ と を 恐 れ て 、 事 実 上 仕 事 の 依 頼 を 断

る こ と は な い 。 し か し 、 仕 事 を 断 ろ う と 思 え ば 断 る 自 由 は あ り 、 都 合 が

悪 け れ ば 実 際 に 断 る こ と も あ る 。  

ま た 、例 え ば Ａ が 刻 み を 終 え る と 、次 は 打 付 け を す る よ う に と い う 業

務 従 事 の 指 示 が あ り 、 Ａ は こ れ を 拒 否 で き な い 。  

 

⑶  指 揮 命 令  

発 注 者 は Ａ に 仕 様 書 及 び 発 注 書 で 基 本 的 な 作 業 の 指 示 を 行 い 、さ ら に

作 業 マ ニ ュ ア ル で 具 体 的 な 手 順 が 示 さ れ て い る 。 ま た 、 定 期 的 に 発 注 者

の 工 事 責 任 者 が 現 場 に 来 て 、 Ａ ら の 作 業 の 進 捗 状 況 を 点 検 し て い る 。  

ま た 、他 の 現 場 の 建 前 へ の 応 援 作 業 を 指 示 さ れ る 場 合 が あ り 、こ の 場
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合 に は 、 発 注 者 か ら 日 当 の 形 で 報 酬 の 支 払 を 受 け る 。  

 

⑷  就 業 時 間 の 拘 束 性  

Ａ は 、原 則 と し て 毎 日 発 注 者 の 事 務 所 へ 赴 き 、そ こ で 工 事 責 任 者 の 指

示 を 仰 い だ 後 に 現 場 に 出 勤 し て い る 。 ま た 、 作 業 を 休 む 場 合 に は 、 発 注

者 に 事 前 に 連 絡 を す る こ と を 義 務 付 け ら れ て い る 。 勤 務 時 間 の 指 定 は さ

れ て い な い が 、 発 注 者 に 雇 用 さ れ て い る 他 の 労 働 者 と 同 じ 時 間 帯 に 作 業

に 従 事 し て お り 、 事 実 上 毎 日 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 労 務 を 提 供 し て

い る 。  

 

⑸  代 替 性 の 有 無  

Ａ が 自 己 の 判 断 で 補 助 者 を 使 用 す る こ と は 認 め ら れ て い な い 。  

 

⑹  報 酬 の 性 格  

報 酬 は 請 負 代 金 の み で 、 交 通 費 等 の 経 費 は す べ て Ａ の 負 担 と な る が 、

他 の 現 場 へ 応 援 に 行 く 場 合 は 、 発 注 者 の 雇 用 労 働 者 と 同 程 度 の 額 が 日 当

の 形 で 支 払 わ れ る 。  

 

⑺  そ の 他  

材 料 加 工 用 の 工 具 は 、釘 等 を 含 め 、発 注 者 側 に 指 示 さ れ た も の を Ａ が

用 意 す る が 、 高 価 な 物 は な い 。  

工 事 途 中 に 台 風 な ど に よ り 破 損 し た 箇 所 は 発 注 者 側 の 経 費 に よ り 修

理 さ れ る 。  

社 会 保 険 、雇 用 保 険 に は 加 入 せ ず 、報 酬 に つ い て は Ａ 本 人 が 事 業 所 得

と し て 申 告 を し て い る 。  

 

３ 「 労 働 者 性 」 の 判 断  

⑴  使 用 従 属 性 に つ い て  

① 業 務 従 事 の 指 示 に 対 し て 諾 否 の 自 由 を 有 し て い な い こ と 、② 業 務 遂

行 に つ い て 、 か な り 詳 細 な 指 示 を 受 け 、 本 人 に 裁 量 の 余 地 は あ ま り な い

こ と 、 ③ 勤 務 時 間 に つ い て も 実 質 的 な 拘 束 が な さ れ て い る こ と 、 か ら 使
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用 従 属 性 が あ る も の と 考 え ら れ る 。  

 

⑵  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

工 具 等 を 自 ら 負 担 し て い る こ と 、社 会 保 険 の 加 入 、税 金 の 面 で 労 働 者

と し て 取 り 扱 わ れ て い な い こ と は 、「 労 働 者 性 」を 弱 め る 要 素 で は あ る が 、

上 記⑴に よ る 「 使 用 従 属 性 」 の 判 断 を 覆 す も の で は な い 。 ま た 、 代 替 性

が 認 め ら れ て い な い こ と は 、 労 働 者 性 を 補 強 す る 要 素 と な る 。  

 

⑶  結 論  

本 事 例 の 大 工 Ａ は 、労 働 基 準 法 第 ９ 条 の「 労 働 者 」で あ る と 考 え ら れ

る 。  

 

（ 事 例 ２ ） 型 枠 大 工 Ｂ  

１  事 業 等 の 概 要  

⑴  事 業 の 内 容  

中 層 ビ ル 建 築 工 事  

 

⑵  大 工 の 業 務 の 内 容  

ビ ル の 梁 、柱 、壁 等 の 形 に ベ ニ ヤ 板 等 に よ り 型 枠 を 作 成 す る 。当 該 部

分 に 、 生 コ ン を 流 し 込 む こ と に よ り 梁 、 住 等 が 建 造 さ れ て い く 。 材 料 は

発 注 者 か ら 供 給 を 受 け る 。 ベ ニ ヤ 等 の 刻 み 、 打 付 け は 当 該 建 築 現 場 に お

い て 行 う 。  

２  当 該 大 工 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

⑴  契 約 関 係  

書 面 契 約 は な く 、口 頭 に よ る 。受 注 部 分 は 、ビ ル 建 築 現 場 に お け る 一

区 画 を １ ５ 名 の グ ル ー プ で 請 け 負 っ た も の 。 報 酬 は ３ ． ３ ㎡ 当 た り １ ５

万 円 。支 払 は 、随 時 請 求 す る こ と も 工 事 の 進 捗 状 況 に よ り 可 能 で あ る が 、

工 事 終 了 後 、 一 括 し て グ ル ー プ 全 体 と し て 受 け る 。 Ｂ は グ ル ー プ の 代 表

と し て 報 酬 を 受 け 、 グ ル ー プ の 構 成 員 に は Ｂ か ら 分 配 を す る 。  

 

⑵  業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由  
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複 数 の 発 注 者 か ら 仕 事 を 受 け て お り 、 仕 事 の 依 頼 を 断 る こ と も あ る 。 

 

⑶  指 揮 命 令  

作 業 方 法 等 に 関 し て は 、発 注 者 か ら 、他 工 程 と の 関 連 か ら 、施 工 時 期

や 安 全 施 工 に 関 す る 指 示 を 受 け る こ と は あ る が 、 そ の 他 の 施 工 方 法 に つ

い て は 、 状 況 を 見 な が ら 自 己 が 判 断 し て 決 定 す る 。  

ま た 、他 の 現 場 の 建 前 へ の 応 援 作 業 を 依 頼 さ れ る 場 合 が あ る が 、こ の

場 合 の 報 酬 は 、 基 本 的 に 他 の グ ル ー プ と の 間 で や り と り さ れ る 。  

 

⑷  就 業 時 間 の 拘 束 性  

当 該 工 事 内 の 始 業 、終 業 時 聞 は 一 応 定 め ら れ て い る が 、Ｂ は こ れ に 拘

束 さ れ る こ と は な く 、 工 事 の 進 捗 状 況 に よ り 、 発 注 者 と 相 談 の 上 作 業 時

間 が 決 定 さ れ る 。朝 礼 や 終 業 時 の ミ ー テ ィ ン グ に 参 加 す る こ と は あ る が 、

義 務 付 け ら れ て は い な い 。  

 

⑸  代 替 性 の 有 無  

施 工 に 当 た り 、 Ｂ 自 身 が 作 業 す る こ と は 契 約 内 容 と は な っ て お ら ず 、

Ｂ が 自 己 の 判 断 で 補 助 者 を 使 用 す る こ と は 自 由 で あ る 。  

 

⑹  報 酬 の 性 格  

報 酬 は 請 負 代 金 の み で 、 交 通 費 等 の 経 費 は す べ て Ｂ の 負 担 と な る 。  

な お 、グ ル ー プ 内 の 他 の 構 成 員 べ の 報 酬 支 払 責 任 は 最 終 的 に は Ｂ が 負 う 。 

 

⑺  そ の 他  

材 料 加 工 用 の 工 具 は 、高 価 な 据 置 式 の 工 作 機 械 を 含 め て Ｂ ら が 用 意 し

た も の を 使 用 す る 。  

社 会 保 険 、雇 用 保 険 に は 加 入 せ ず 、報 酬 に つ い て は 事 業 所 得 と し て 申

告 し て い る 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

⑴  使 用 従 属 性 に つ い て  
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① 仕 事 の 依 頼 に つ い て の 諾 否 の 自 由 は あ る こ と 、② 業 務 遂 行 に つ い て 、

裁 量 が 広 く 認 め ら れ て お り 、 指 揮 監 督 を 受 け て い る と は 認 め ら れ な い こ

と 、 ③ 勤 務 時 間 が 指 定 、 管 理 さ れ て い な い こ と 、 ④ 自 己 の 判 断 で 補 助 者

を 使 用 す る こ と が 認 め ら れ て お り 、労 務 提 供 の 代 替 性 が 認 め ら れ る こ と 、

か ら 使 用 従 属 性 は な い も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、 報 酬 が 出 来 高 払 と な っ

て お り 、 労 務 対 償 性 が 希 薄 で あ る こ と は 、 当 該 判 断 を 補 強 す る 要 素 で あ

る 。  

 

⑵  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

高 価 な 工 具 を 自 ら 負 担 し て い る こ と 、社 会 保 険 の 加 入 、税 金 の 面 で 労

働 者 と し て 取 り 扱 わ れ て い な い こ と は 、「 労 働 者 性 」を 弱 め る 要 素 で あ る 。 

 

⑶  結 論  

本 事 例 の 型 枠 大 工 Ｂ は 、労 働 基 準 法 第 ９ 条 の「 労 働 者 」で は な い と 考

え ら れ る 。  
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第 ３  芸 能 関 係 者 に つ い て  

 

Ⅰ  は じ め に  

 

芸 能 関 係 者 に つ い て は 、 多 様 な 職 種 、 契 約 形 態 が 存 在 す る が 、 こ の 判

断 基 準 に お い て は 、 俳 優 及 び 技 術 ス タ ッ フ （ 撮 影 、 照 明 、 録 音 等 ） に つ

い て 、 映 画 や テ レ ビ 番 組 の 製 作 会 社 と の 関 係 に お い て 労 働 者 に 該 当 す る

か 否 か の 基 準 を 示 し た も の で あ る 。 し た が っ て 、 俳 優 が い わ ゆ る プ ロ ダ

ク シ ョ ン 等 に 所 属 し 、 そ れ と の 聞 に 労 働 契 約 関 係 が あ る と 考 え ら れ る 場

合 、 あ る い は 、 ス タ ッ フ が 、 製 作 会 社 か ら 業 務 を 請 け 負 う 会 社 に 雇 用 さ

れ て い る と 考 え ら れ る 場 合 も 存 す る が 、 そ の よ う な ケ ー ス は こ の 判 断 基

準 で は 念 頭 に 置 い て い な い 。  

な お 、 映 画 や テ レ ビ 番 組 の 製 作 に 当 た っ て は 、 一 般 的 に は 、 通 常 製 作

会 社 に 雇 用 さ れ る プ ロ デ ュ ー サ ー が 作 品 製 作 の た め に 必 要 な 全 体 の 予 算

や ス ケ ジ ュ ー ル の 管 理 を 行 う こ と と さ れ て い る 。 ま た 、 プ ロ デ ュ ー サ ー

の 管 理 の 範 囲 内 に お い て 、 監 督 が 俳 優 に 対 し 、 あ る い は 、 監 督 な い し 撮

影 、 照 明 等 の チ ー フ の ス タ ッ フ が セ カ ン ド 以 下 の ス タ ッ フ （ 助 手 ） に 対

し て 撮 影 上 の 指 示 を 行 う こ と と さ れ て い る 。 こ の よ う な 場 合 に も 、 製 作

会 社 は 、 監 督 や チ ー フ の ス タ ッ フ を 通 じ て 俳 優 や セ カ ン ド 以 下 の ス タ ッ

フ に 対 し て 総 括 的 な 指 示 を 行 っ て い る も の と 考 え ら れ る 。 し た が っ て 、

製 作 会 社 が 俳 優 や ス タ ッ フ に 対 し て 直 接 指 示 を 行 う こ と が な い か ら と い

っ て 、 当 該 俳 優 や ス タ ッ フ が 製 作 会 社 と の 関 係 で 労 働 者 性 を 直 ち に 否 定

さ れ る こ と に は な ら な い 。  

 

Ⅱ  判 断 基 準  

１  使 用 従 属 性 に 関 す る 判 断 基 準  

⑴ 指 揮 監 督 下 の 労 働  

イ  仕 事 の 依 頼 、 業 務 に 従 事 す べ き 旨 の 指 示 等 に 対 す る 諾 否 の 自 由

の 有 無  

例 え ば 、特 定 の 日 時 、場 所 を 指 定 し た ロ ケ 撮 影 参 加 の 依 頼 の よ

う な 、「 使 用 者 」 の 具 体 的 な 仕 事 の 依 頼 、 業 務 に 従 事 す べ き 旨 の
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指 示 等 に 対 し て 諾 否 の 自 由 を 有 し て い る こ と は 、 指 揮 監 督 関 係 の

存 在 を 否 定 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

他 方 、こ の よ う な 諾 否 の 自 由 が な い こ と は 、一 応 、指 揮 監 督 関

係 を 肯 定 す る ー 要 素 と な る 。た だ し 、当 事 者 間 の 契 約 に よ っ て は 、

一 定 の 包 括 的 な 仕 事 の 依 頼 を 受 諾 し た 以 上 、 当 該 包 括 的 な 仕 事 の

内 容 を な す 個 々 具 体 的 な 仕 事 の 依 頼 に つ い て は 拒 否 す る 自 由 が

当 然 制 限 さ れ る 場 合 が あ る 。 ま た 、 専 属 下 請 の よ う に 事 実 上 、 仕

事 の 依 頼 を 拒 否 す る こ と が で き な い と い う 場 合 も あ る 。 こ の よ う

な 諾 否 の 自 由 の 制 約 は 直 ち に 指 揮 監 督 関 係 を 肯 定 す る 要 素 と は

な ら ず 、 契 約 内 容 や 仕 事 の 依 頼 を 拒 否 す る 自 由 が 制 限 さ れ る 程 度

等 を 勘 案 す る 必 要 が あ る 。  

 

ロ  業 務 遂 行 上 の 指 揮 監 督 の 有 無  

（ イ ）  業 務 の 内 容 及 び 遂 行 方 法 に 対 す る 指 揮 命 令 の 有 無  

俳 優 や ス タ ッ フ が 実 際 に 演 技 ・ 作 業 を 行 う に 当 た り 、 演 技 ・

作 業 の 細 部 に 至 る ま で 指 示 が あ る 場 合 に は 、 指 揮 監 督 関 係 の 存

在 を 肯 定 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

他 方 、 俳 優 や ス タ ッ フ な ど 、 芸 術 的 ・ 創 造 的 な 業 務 に 従 事 す

る 者 に つ い て は 、 業 務 の 性 質 上 、 そ の 遂 行 方 法 に つ い て あ る 程

度 本 人 の 裁 量 に 委 ね ざ る を 得 な い こ と か ら 、 必 ず し も 演 技 ・ 作

業 の 細 部 に 至 る ま で の 指 示 を 行 わ ず 、 大 ま か な 指 示 に と ど ま る

場 合 が あ る が 、 こ の こ と は 直 ち に 指 揮 監 督 関 係 を 否 定 す る 要 素

と な る も の で は な い 。  

（ 口 ）  そ の 他  

「 使 用 者 」 の 命 令 、 依 頼 等 に よ り 通 常 予 定 さ れ て い る 業 務 以

外 の 業 務 に 従 事 す る こ と を 拒 否 で き な い 場 合 に は 、「 使 用 者 」

の 一 般 的 な 指 揮 監 督 を 受 け て い る と の 判 断 を 補 強 す る 重 要 な

要 素 と な る 。 例 え ば 、 ス タ ッ フ が 本 来 自 分 の 担 当 す る パ ー ト の

ほ か 、 監 督 の 命 令 、 依 頼 等 に よ り 他 の パ ー ト の 業 務 に 従 事 す る

こ と を 拒 否 で き な い 場 合 に は 、 一 般 的 な 指 揮 監 督 を 受 け て い る

と の 判 断 を 補 強 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  
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ハ  拘 束 性 の 有 無  

勤 務 場 所 が ス タ ジ オ 、 ロ ケ ー シ ョ ン 現 場 に 指 定 さ れ て い る こ と

は 、 業 務 の 性 格 上 当 然 で あ る の で 、 こ の こ と は 直 ち に 指 揮 監 督 関

係 を 肯 定 す る 要 素 と は な ら な い 。  

映 画 や テ レ ビ 番 組 の 撮 影 に 当 た っ て は 、 勤 務 時 聞 が 指 定 ・ 管 理

さ れ て い る こ と が 通 常 で あ る 。 こ の 場 合 で あ っ て も 、 例 え ば 場 面

設 定 と の 関 係 上 、 特 定 の 時 間 に し か 撮 影 が で き な い な ど の 事 業 の

特 殊 性 に よ る も の で あ る 場 合 に は 、 か か る 指 定 は 指 揮 監 督 関 係 を

肯 定 す る 要 素 と は い え な い 。 他 方 、「 使 用 者 」 が 業 務 の 遂 行 を 指

揮 命 令 す る 必 要 に よ る も の で あ れ ば 、 指 揮 監 督 関 係 を 肯 定 す る 要

素 と 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 一 日 の 撮 影 の 中 で 、 監 督 等 が 行 う 具 体

的 な 撮 影 時 間 、 休 憩 、 移 動 時 間 等 の 決 定 や 指 示 に 従 わ な け れ ば な

ら な い こ と 、 監 督 の 指 示 に よ っ て 一 旦 決 ま っ て い た 撮 影 の 時 間 帯

が 変 動 し た 場 合 に 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い こ と は 、 指 揮 監

督 関 係 を 肯 定 す る 要 素 の 一 つ と な る 。  

 

二  代 替 性 の 有 無  

「 使 用 者 」 の 了 解 を 得 ず に 自 ら の 判 断 に よ っ て 他 の 者 に 労 務 を

提 供 さ せ 、 あ る い は 、 補 助 者 を 使 う こ と が 認 め ら れ て い る 等 労 務

提 供 に 代 替 性 が 認 め ら れ て い る 場 合 に は 、 指 揮 監 督 関 係 を 否 定 す

る 要 素 の 一 つ と な る 。  

⑵  報 酬 の 労 務 対 償 性 に 関 す る 判 断 基 準  

映 画 や テ レ ビ 番 組 の 撮 影 に つ い て の 労 務 提 供 に 関 す る 契 約 に お

い て は 、 撮 影 に 要 す る 予 定 日 数 を 考 慮 に 入 れ な が ら 作 品 一 本 あ た り

い く ら と 報 酬 が 決 め ら れ て い る の が 一 般 的 で あ る が 、 拘 束 時 間 、 日

数 が 当 初 の 予 定 よ り も 延 び た 場 合 に 、 報 酬 が そ れ に 応 じ て 増 え る 場

合 に は 、 使 用 従 属 性 を 補 強 す る 要 素 と な る 。  

 

２  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素  

⑴  事 業 者 性 の 有 無  
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イ  機 械 、 器 具 、 衣 裳 等 の 負 担 関 係  

例 え ば 、 俳 優 が 自 ら 所 有 す る 衣 裳 を 用 い て 演 技 を 行 う 場 合 、 そ

れ が 安 価 な 場 合 に は 問 題 と な ら な い が 、 著 し く 高 価 な 場 合 に は 事

業 者 と し て の 性 格 が 強 く 、 労 働 者 性 を 弱 め る 要 素 と な る 。  

 

ロ  報 酬 の 額  

報 酬 の 額 が 当 該 企 業 に お い て 同 様 の 業 務 に 従 事 し て い る 正 規 従

業 員 に 比 し て 著 し く 高 額 で あ る 場 合 に は 、 一 般 的 に は 、 事 業 者 に

対 す る 代 金 の 支 払 と 認 め ら れ 、 労 働 者 性 を 弱 め る 要 素 と な る が 、

俳 優 や ス タ ッ フ の 場 合 に は 、 比 較 す べ き 正 規 従 業 員 が ほ と ん ど い

な い の で 、 労 働 者 性 の 判 断 の 要 素 と は な り に く い 。 た だ し 、 同 種

の 業 務 に 従 事 す る 他 の 者 と 比 べ て 報 酬 の 額 が 著 し く 高 額 で あ る

場 合 、 例 え ば 、 ノ ー ラ ン ク と い わ れ る よ う な 著 し く 報 酬 の 高 い 俳

優 の 場 合 に は 、 事 業 者 と し て の 性 格 が 強 く 、 労 働 者 性 を 弱 め る 要

素 と な る 。  

 

ハ  そ の 他  

俳 優 や ス タ ッ フ が 業 務 を 行 う に つ い て 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場

合 に 、 当 該 俳 優 や ス タ ッ フ が 専 ら 責 任 を 負 う べ き と き は 、 事 業 者

性 を 補 強 す る 要 素 と な る 。  

 

⑵  専 属 性 の 程 度  

特 定 の 企 業 に 対 す る 専 属 性 の 有 無 は 、直 接 に 使 用 従 属 性 の 有 無 を

左 右 す る も の で は な く 、 特 に 専 属 性 が な い こ と を も っ て 労 働 者 性 を

弱 め る こ と と は な ら な い が 、 労 働 者 性 の 有 無 に 関 す る 判 断 を 補 強 す

る 要 素 の 一 つ と 考 え ら れ る 。  

具 体 的 に は 、他 社 の 業 務 に 従 事 す る こ と が 契 約 上 制 約 さ れ 、ま た

は 、 時 間 的 余 裕 が な い 等 事 実 上 困 難 で あ る 場 合 に は 、 専 属 性 の 程 度

が 高 く 、 経 済 的 に 当 該 企 業 に 従 属 し て い る と 考 え ら れ 、 労 働 者 性 を

補 強 す る 要 素 の 一 つ と 考 え ら れ る 。  

⑶  そ の 他  
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報 酬 に つ い て 給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 を 行 っ て い る こ と は 、労

働 者 性 を 補 強 す る 要 素 の 一 つ と な る 。  

 

Ⅲ  事 例  

 

（ 事 例 １ ） 俳 優 Ａ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

⑴  事 業 の 内 容  

映 画 の 撮 影 の 事 業 、 製 作 期 間 ５ ヵ 月 （ う ち 撮 影 期 間 ３ ヵ 月 〉。  

 

⑵  俳 優 の 業 務 の 種 類 、 内 容  

映 画 作 品 の 撮 影 現 場 に お い て 、一 言 だ け「 台 詞 」が あ る 喫 茶 店 の ウ ェ

イ ト レ ス の 役 を 演 じ る 。  

 

２  当 該 俳 優 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

⑴  契 約 の 内 容  

あ る 程 度 撮 影 が 進 行 し た 段 階 で 、撮 影 日 時 、場 所 を 特 定 し て 出 演 す る

こ と を 、口 頭 に よ り 製 作 会 社 と 約 し た も の 。契 約 期 間 は ２ 日 間 で あ る が 、

撮 影 の 進 行 状 況 に よ っ て は 、 拘 束 日 数 が 数 日 間 延 長 さ れ る こ と が あ る 。  

報 酬 は 、俳 優 の 実 績 、人 気 や 役 柄 の 重 要 性 に 応 じ て 設 定 さ れ て い る「 ラ

ン ク 」 と 呼 ば れ る 出 演 料 の 基 準 に よ り 約 定 さ れ て い る 。  

 

⑵  業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由  

当 初 か ら 撮 影 日 時 等 が 特 定 さ れ て い る が 、撮 影 期 間 を 数 日 間 延 長 す る

旨 の 指 示 が あ っ た 場 合 に 、 こ れ を 事 実 上 拒 否 す る こ と は で き な い 。  

 

⑶  指 揮 命 令  

演 じ る 役 の 性 質 上 、演 技 内 容 、方 法 等 に つ い て は 、あ ら か じ め 決 定 さ

れ た 場 面 設 定 に よ り ほ と ん ど 特 定 さ れ て い る が 、撮 影 の 状 況 に よ っ て は 、

監 督 等 が 具 体 的 な 指 示 を 行 い 、 自 己 の 裁 量 に よ っ て 演 技 す る 部 分 は ほ と
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ん ど な い 。  

ま た 、監 督 等 の 指 示 に よ り 、当 初 の 依 頼 と は 異 な る 役 を 演 じ さ せ ら れ

る こ と が あ る 。  

 

⑷  撮 影 時 間 の 拘 束 性  

映 画 製 作 の 性 質 上 、撮 影 時 間 は 指 定 ・ 管 理 さ れ る 。一 日 の 撮 影 時 間 の

中 の 具 体 的 な 撮 影 、 休 憩 、 移 動 の 時 間 の 割 り 振 り は Ａ の 都 合 を 考 慮 せ ず

に 一 方 的 に 決 定 さ れ 、 こ れ に 従 わ ざ る を 得 な い 。 ま た 、 製 作 会 社 の 都 合

で 当 初 決 ま っ て い た 撮 影 の 時 間 帯 を 変 更 す る 場 合 で あ っ て も 、 Ａ は こ の

指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

⑸  報 酬 の 性 格 及 び 額  

報 酬 は 拘 束 日 数 に 基 づ い て 算 定 さ れ て い な い が 、拘 束 時 間 が 大 幅 に 延

長 さ れ た 場 合 に は 多 少 追 加 の 報 酬 を 受 け る 。  

報 酬 の 額 は 、「 ラ ン ク 」 の 最 低 の ５ 万 円 で あ る 。  

 

⑹  専 属 性  

当 該 製 作 会 社 の 作 品 に 専 属 的 に 出 演 し て は い な い が 、契 約 期 間 の ２ 日

間 は 他 の 製 作 会 社 の 作 品 に 出 演 す る こ と は で き な い 。  

 

⑺  そ の 他  

社 会 保 険 、雇 用 保 険 に は 加 入 し て い な い 。報 酬 に つ い て は 、エ キ ス ト

ラ と し て 出 演 し て い る ア ル バ イ ト と 同 様 に 製 作 会 社 が 給 与 所 得 と し て の

源 泉 徴 収 を 行 っ て い る 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

⑴  使 用 従 属 性 に つ い て  

① 撮 影 期 間 が 延 長 さ れ る 場 合 で あ っ て も 拒 否 す る こ と は で き な い こ

と 、 ② 演 技 方 法 等 が あ ら か じ め 特 定 さ れ 、 本 人 に 裁 量 の 余 地 は ほ と ん ど

な い こ と 、 ③ 具 体 的 な 撮 影 時 間 等 の 割 り 振 り が 一 方 的 に 決 定 さ れ 、 こ れ

に 従 わ ざ る を 得 な い こ と 、 か ら 使 用 従 属 性 が あ る も の と 考 え ら れ る 。 ま

-20-



た 、 当 初 の 役 以 外 の 役 を 演 ず る こ と を 拒 否 で き な い こ と は 、 当 該 判 断 を

補 強 す る 要 素 で あ る 。  

 

⑵  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

税 金 の 面 で 労 働 者 と し て 取 り 扱 わ れ て い る こ と は 、労 働 者 性 を 補 強 す

る 要 素 と な る 。  

 

⑶  本 事 例 の 俳 優 Ａ は 、労 働 基 準 法 第 ９ 条 の「 労 働 者 」で あ る と 考 え ら れ る 。  

 

（ 事 例 ２ ） 俳 優 Ｂ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

⑴  事 業 の 内 容  

映 画 の 撮 影 の 事 業 、 製 作 期 間 ５ ヵ 月 （ う ち 撮 影 期 間 ３ ヵ 月 ）。  

 

⑵  俳 優 の 業 務 の 種 類 、 内 容  

映 画 作 品 の 主 役 を 撮 影 現 場 に お い て 演 じ る 。  

 

２  当 該 俳 優 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

⑴  契 約 の 内 容  

製 作 会 社 と の 書 面 契 約 に よ り 、３ ヵ 月 の 撮 影 期 間 に お い て 必 要 な 都 度

出 演 す る こ と を 約 し た も の 。 い わ ゆ る 「 ノ ー ラ ン ク 」 で あ り 、 契 約 締 結

に 際 し て 報 酬 を 交 渉 の 上 決 定 し た が 、 そ の 報 酬 は 実 際 に 撮 影 に 要 し た 日

数 に よ ら ず 一 定 額 と さ れ て い る 。  

 

⑵  業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由  

出 演 依 頼 が 多 く 、ス ケ ジ ュ ー ル が 詰 ま っ て い る こ と も 多 い の で 、都 合

の 悪 い 時 な ど は ロ ケ 撮 影 の 日 程 の 変 更 を 主 張 す る こ と が で き る 。  

 

⑶  指 揮 命 令  

演 技 内 容 に つ い て は 、事 前 あ る い は 撮 影 の 途 中 に 監 督 等 と 打 合 せ を 行
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う 。 そ の 段 階 で 俳 優 と し て の 自 己 の イ メ ー ジ な ど も 主 張 す る な ど 自 分 の

意 向 が 、 か な り 反 映 さ れ る 。  

 

⑷  撮 影 時 間 の 拘 束 性  

決 定 さ れ た 撮 影 時 間 に は 拘 束 さ れ る が 、実 際 の 撮 影 時 間 の 決 定 に お い

て は 、 Ｂ の 都 合 が 優 先 的 に 考 慮 さ れ る 。  

 

⑸  報 酬 の 性 格 及 び 額  

報 酬 の 額 は 、３ ヵ 月 の 撮 影 期 間 す べ て に 対 す る も の で 、実 際 の 日 数 に

か か わ ら ず 、 ２ 千 万 円 弱 で あ る 。  

「 ラ ン ク 」 に 基 づ い て 出 演 料 が 決 定 さ れ る 俳 優 に 比 べ て 著 し く 高 い 。 

 

⑹  専 属 性  

３ ヵ 月 の 撮 影 期 間 中 に お い て も 、他 会 社 の 作 品 に 出 演 す る こ と は 、日

程 上 可 能 で あ れ ば 制 限 は な く 、 当 該 製 作 会 社 の 作 品 に 専 属 的 に 出 演 し て

は い な い 。  

 

⑺  そ の 他  

社 会 保 険 、雇 用 保 険 に は 加 入 せ ず 、報 酬 に つ い て も 、Ｂ が 事 業 所 得 と

し て 申 告 し て い る 。 ま た 、 撮 影 に 用 い る 高 価 な 衣 装 は 自 分 で 用 意 す る 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

⑴  使 用 従 属 性 に つ い て  

① 業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由 が あ る こ と 、② 演 技 方 法 に つ い

て 本 人 の 意 向 が 相 当 反 映 さ れ る こ と 、 ③ 撮 影 時 間 の 決 定 に 当 た っ て 本 人

の 都 合 が 優 先 的 に 考 慮 さ れ る こ と 、 か ら 使 用 従 属 性 は な い も の と 考 え ら

れ る 。  

ま た 、報 酬 の 額 が 撮 影 日 数 に 対 応 し て お ら ず 、そ の 額 が 他 の 俳 優 に 比

べ て 著 し く 高 い こ と は 、 当 該 判 断 を 補 強 す る 要 素 で あ る 。  

 

⑵  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  
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高 価 な 衣 装 を 自 ら 負 担 し て い る こ と 、社 会 保 険 の 加 入 、税 金 の 面 で 労

働 者 と し て 取 り 扱 わ れ て い な い こ と は 、「 労 働 者 性 」を 弱 め る 要 素 で あ る 。 

 

⑶  結 論  

本 事 例 の 俳 優 Ｂ は 、労 働 基 準 法 第 ９ 条 の「 労 働 者 」で は な い と 考 え ら

れ る 。  

 

（ 事 例 ３ ） 撮 影 助 手 Ａ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

⑴  事 業 の 内 容  

映 画 の 撮 影 の 事 業 、 製 作 期 間 ５ ヵ 月 （ う ち 撮 影 期 間 ３ ヵ 月 ）。  

 

⑵  撮 影 助 手 の 業 務 の 種 類 、 内 容  

映 画 作 品 の 撮 影 現 場 に お い て 、撮 影 の た め の 光 量 の 測 定 や 色 温 度 の 計

測 、 機 材 の セ ッ テ ィ ン グ 、 ピ ン ト の 調 整 等 を 行 う 。 撮 影 ス タ ッ フ の ラ ン

ク の 中 で も サ ー ド と 呼 ば れ 、 指 示 系 統 の 序 列 の 中 で 最 後 位 に 位 置 す る 。  

 

２  当 該 助 手 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

⑴ 契約内容 

製 作 会 社 と 口 頭 の 約 束 に よ り 、３ ヵ 月 の 撮 影 期 間 内 を 目 安 に 、大 ま か

な 撮 影 ス ケ ジ ュ ー ル を 特 定 し 、 撮 影 作 業 に 従 事 す る こ と を 約 し た も の 。

報 酬 に つ い て は 、 サ ー ド の 撮 影 助 手 の 相 場 を 参 考 に し て 、 拘 束 日 数 を 目

安 に 算 定 さ れ て い る 。  

 

⑵  業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由  

３ ヵ 月 間 の 撮 影 期 間 は 、ロ ケ の 参 加 依 頼 等 作 業 従 事 の 指 示 を 拒 否 で き

な い 。  

 

⑶  指 揮 命 令  

作 業 の 内 容 、 方 法 等 に つ い て は 、 基 本 的 に は チ ー フ の 撮 影 技 師 か ら 、
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機 材 の セ ッ テ イ ン グ の 位 置 、 ピ ン ト の 調 整 程 度 の 詳 細 に 至 る ま で 指 示 が

あ る 。 撮 影 現 場 の 状 況 に よ っ て は 、 作 業 方 法 が 予 め 特 定 さ れ 、 大 ま か な

指 示 に と ど ま る 場 合 も あ る が 、 そ の 場 合 で も 、 チ ー フ の 撮 影 技 師 に 作 業

の 進 捗 状 況 を 報 告 す る な ど 、 い ず れ の 場 合 も 自 己 の 裁 量 に よ り 決 定 し 得

る 部 分 は ほ と ん ど な い 。  

ま た 、監 督 等 の 指 示 に よ り 、撮 影 以 外 の パ ー ト を 手 伝 わ さ れ る こ と も

あ る 。  

 

⑷  作 業 時 間 の 拘 束 性  

決 定 さ れ た 撮 影 時 間 に は 拘 束 さ れ る 。ま た 、実 際 の 撮 影 時 間 は 、大 物

俳 優 の ス ケ ジ ュ ー ル に 基 づ き 設 定 さ れ 、 自 己 の 都 合 を 反 映 さ せ る こ と は

で き な い 。  

 

⑸  報 酬 の 性 格 及 び 額  

報 酬 は 、拘 束 日 数 に 基 づ い て 算 定 さ れ て お り 、拘 束 時 間 が 延 長 さ れ た

場 合 に は 延 長 さ れ た 日 数 に 応 じ て 追 加 の 報 酬 を 受 け る 。  

報 酬 の 額 は 、 １ か 月 当 た り １ ５ 万 円 で あ る 。  

 

⑹  機 材 、 器 具 の 負 担  

撮 影 に 使 用 す る 機 材 等 に つ い て 、自 己 所 有 の 物 を 持 ち 込 む こ と は な い 。 

 

⑺  専 属 性  

当 該 製 作 会 社 に 専 属 は し て い な い が 、撮 影 期 間 中 は 他 の 製 作 会 社 の 作

品 に お い て 作 業 す る こ と は 実 際 に は で き な い 。  

 

⑻  そ の 他  

社 会 保 険 、雇 用 保 険 に は 加 入 し て い な い 。報 酬 に つ い て は 、作 業 の 補

助 者 と し て 就 業 し て い る ア ル バ イ ト と 同 様 に 製 作 会 社 が 給 与 所 得 と し て

の 源 泉 徴 収 を 行 っ て い る 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  
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⑴  使 用 従 属 性 に つ い て  

① 作 業 従 事 の 指 示 を 拒 否 で き な い こ と 、② 業 務 遂 行 に つ い て 、通 常 は

詳 細 な 指 示 が あ り 、 本 人 に 裁 量 の 余 地 は ほ と ん ど な い こ と 、 ③ 撮 影 時 間

も 自 己 の 都 合 と は 関 係 な く 決 定 さ れ て 、 こ れ に 従 わ ざ る を 得 な い こ と 、

か ら 使 用 従 属 性 が あ る も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、 報 酬 が 拘 束 日 数 に 基 づ

い て 算 定 さ れ る こ と は 、 当 該 判 断 を 補 強 す る 要 素 で あ る 。  

 

⑵  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

税 金 の 面 で 労 働 者 と し て 取 り 扱 わ れ て い る こ と は 、労 働 者 性 を 補 強 す

る 要 素 と な る 。  

 

⑶  結 論  

本 事 例 の 撮 影 助 手 Ａ は 、労 働 基 準 法 第 ９ 条 の「 労 働 者 」で あ る と 考 え

ら れ る 。  

 

（ 事 例 ４ ） 撮 影 技 師 Ｂ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

⑴  事 業 の 内 容  

映 画 の 撮 影 の 事 業 、 製 作 期 間 ５ ヵ 月 （ う ち 撮 影 期 間 ３ ヵ 月 ）。  

 

⑵  撮 影 技 師 の 業 務 の 種 類 、 内 容  

映 画 作 品 の 撮 影 現 場 に お い て 、出 演 者 の 動 き な ど を 見 て 、監 督 や 照 明

技 師 等 と 打 ち 合 わ せ た 上 で カ メ ラ ア ン グ ル 等 を 決 定 し 、 カ メ ラ を 操 作 す

る 。そ の 他 に 、「 ロ ケ ハ ン 」と い わ れ る 撮 影 準 備 作 業 に 参 加 す る な ど 作 品

全 体 の 構 成 決 定 に 参 加 す る 。 一 般 に 「 メ イ ン ス タ ッ フ 」 と 称 さ れ る 。  

 

２  当 該 技 師 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

⑴  契 約 の 内 容  

製 作 会 社 と の 書 面 契 約 に よ り 、撮 影 の 準 備 作 業 を 含 め ５ ヵ 月 間 の 製 作

期 間 作 業 す る こ と を 約 し た も の で 、 報 酬 は 拘 束 を 受 け る 月 数 に よ り 算 定
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さ れ て い る 。  

 

⑵  業 務 従 事 の 指 示 に 対 す る 諾 否 の 自 由  

５ ヵ 月 間 の 製 作 期 間 は 、ロ ケ 撮 影 の 参 加 依 頼 等 を 拒 否 す る こ と は で き

な い 。  

 

⑶  指 揮 命 令  

カ メ ラ ア ン グ ル な ど 撮 影 方 法 等 に つ い て 、事 前 あ る い は 撮 影 の 途 中 に

監 督 等 と 打 合 せ を 行 う ロ そ の 段 階 で の 自 己 の 提 案 は 採 用 さ れ る 部 分 が 多

く 、 監 督 等 か ら 一 方 的 な 指 示 を 受 け る こ と は な い 。  

 

⑷  作 業 時 間 の 拘 束 性  

決 定 さ れ た 撮 影 時 間 に は 拘 束 さ れ る 。ま た 、撮 影 時 間 の 決 定 に 当 た っ

て は 大 物 俳 優 の ス ケ ジ ュ ー ル が 優 先 さ れ 、 原 則 と し て 自 己 の 都 合 を 反 映

さ せ る こ と は で き な い 。  

 

⑸  報 酬 の 性 格 及 び 額  

報 酬 は 、基 本 的 に は 拘 束 さ れ る 月 数 を 目 安 に 算 定 さ れ 、報 酬 の 額 は １

ヵ 月 当 た り 、 １ ５ ０ 万 円 弱 で あ る 。  

 

⑹  機 材 、 器 具 の 負 担  

自 己 の 所 有 す る 機 材 等 を 撮 影 に 持 ち 込 ん で 使 用 す る こ と は な い 。  

 

⑺  専 属 性  

当 該 製 作 会 社 に 専 属 は し て い な い が 、５ ヵ 月 の 製 作 期 間 中 は 、他 会 社

の 作 品 で 作 業 す る こ と は ほ と ん ど な い 。  

 

⑻  そ の 他  

社 会 保 険 、雇 用 保 険 に は 加 入 せ ず 、報 酬 に つ い て も 、Ｂ が 事 業 所 得 と

Ｌ て 申 告 し て い る 。 ま た 、 撮 影 に 当 た っ て は 、 自 己 の 判 断 で 補 助 者 を 使

う こ と が 認 め ら れ て い る 。  
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３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

⑴  使 用 従 属 性 に つ い て  

① 業 務 従 事 の 指 示 に つ い て 諾 否 の 自 由 を 有 し て い な い こ と は 、労 働 者

性 を 肯 定 す る 要 素 で あ る が 、 ② 業 務 の 遂 行 方 法 に つ い て 一 方 的 な 指 示 を

受 け る こ と は な く 、 本 人 の 裁 量 の 余 地 が 大 き い こ と 、 ③ 自 ら の 判 断 で 補

助 者 を 使 う こ と が 認 め ら れ て い る こ と か ら 、 使 用 従 属 性 は な い も の と 考

え ら れ る 。  

 

⑵  労 働 者 性 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

社 会 保 険 の 加 入 、税 金 の 面 で 労 働 者 と し て 扱 わ れ て い な い こ と は 、労

働 者 性 を 弱 め る 要 素 で あ る 。  

 

⑶  結 論  

本 事 例 の 撮 影 技 師 Ｂ は 、労 働 基 準 法 第 ９ 条 の「 労 働 者 」で は な い と 考

え ら れ る 。  
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労働基準法の「労働者」の判断基準について  

 

 

第 １  労 働 基 準 法 の 「 労 働 者 」 の 判 断  

 

１ ．  労 働 基 準 法 第 ９ 条 は ， そ の 適 用 対 象 で あ る 「 労 働 者 」 を 「 使 用 さ

れ る 者 で ， 賃 金 を 支 払 わ れ る 者 を い う 」 と 規 定 し て い る 。 こ れ に よ

れ ば ，「 労 働 者 」で あ る か 否 か ，す な わ ち「 労 働 者 性 」の 有 無 は「 使

用 さ れ る ＝ 指 揮 監 督 下 の 労 働 」 と い う 労 務 提 供 の 形 態 及 び 「 賃 金 支

払 」 と い う 報 酬 の 労 務 に 対 す る 対 償 性 ， す な わ ち 報 酬 が 提 供 さ れ た

労 務 に 対 す る も の で あ る か ど う か と い う こ と に よ っ て 判 断 さ れ る こ

と と な る 。こ の 二 つ の 基 準 を 総 称 し て ，「 使 用 従 属 性 」と 呼 ぷ こ と と

す る 。  

 

 

２ ．  し か し な が ら ， 現 実 に は ， 指 揮 監 督 の 程 度 及 び 態 様 の 多 様 性 ， 報

酬 の 性 格 の 不 明 確 さ 等 か ら ， 具 体 的 事 例 で は ，「 指 揮 監 督 下 の 労 働 」

で あ る か ，「 賃 金 支 払 」が 行 わ れ て い る か と い う こ と が 明 確 性 を 欠 き ，

こ れ ら の 基 準 に よ っ て 「 労 働 者 性 」 の 判 断 を す る こ と が 困 難 な 場 合

が あ る 。 こ の よ う な 限 界 的 事 例 に つ い て は ，「 使 用 従 属 性 」 の 有 無 ，

す な わ ち「 指 揮 監 督 下 の 労 働 」で あ る か ，「 報 酬 が 賃 金 と し て 支 払 わ

れ て い る 」か ど う か を 判 断 す る に 当 た り ，「 専 属 度 」，「 収 入 額 」等 の

諸 要 素 を も 考 慮 し て ， 総 合 判 断 す る こ と に よ っ て 「 労 働 者 性 」 の 有

無 を 判 断 せ ざ る を 得 な い も の と 考 え る 。  

 

 

３ ． な お ，「 労 働 者 性 」の 有 無 を 法 律 ，制 度 等 の 目 的 ，趣 旨 と 相 関 さ せ

て ， ケ ー ス ・ パ イ ・ ケ ー ス で 「 労 働 者 」 で あ る か 否 か を 判 断 す る 方

法 も 考 え 得 る が ， 少 な く と も ， 労 働 基 準 関 係 法 制 に つ い て は ， 使 用

従 属 の 関 係 に あ る 労 働 者 の 保 護 を 共 通 の 目 的 と す る も の で あ り ， ま
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た ，全 国 画 一 的 な 監 督 行 政 を 運 営 し て い く 上 で ，「 労 働 者 」と な っ た

り ， な ら な か っ た り す る こ と は 適 当 で な く ， 共 通 の 判 断 に よ る べ き

も の で あ ろ う 。  

 

 

第 ２  「 労 働 者 性 」 の 判 断 基 準  

 

以 上 の よ う に 「 労 働 者 性 」 の 判 断 に 当 た っ て は ， 雇 用 契 約 ， 請 負 契 約

と い っ た 形 式 的 な 契 約 形 式 の い か ん に か か わ ら ず ， 実 質 的 な 使 用 従 属 性

を ， 労 務 提 供 の 形 態 や 報 酬 の 労 務 対 償 性 及 び こ れ ら に 関 連 す る 諸 要 素 を

も 勘 案 し て 総 合 的 に 判 断 す る 必 要 が あ る 場 合 が あ る の で ， そ の 具 体 的 判

断 基 準 を 明 確 に し な け れ ば な ら な い 。  

こ の 点 に つ い て は ， 現 在 の 複 雑 な 労 働 関 係 の 実 態 の な か で は ， 普 遍 的

な 判 断 基 準 を 明 示 す る こ と は ， 必 ず し も 容 易 で は な い が ， 多 数 の 学 説 ，

裁 判 例 等 が 種 々 具 体 的 判 断 基 準 を 示 し て お り ， 次 の よ う に 考 え る べ き で

あ ろ う 。  

 

 

１ ．  「 使 用 従 属 性 」 に 関 す る 判 断 基 準  

 

⑴  「 指 揮 監 督 下 の 労 働 」 に 関 す る 判 断 基 準  

労 働 が 他 人 の 指 揮 監 督 下 に お い て 行 わ れ て い る か ど う か ，す な わ

ち 他 人 に 従 属 し て 労 務 を 提 供 し て い る か ど う か に 関 す る 判 断 基 準 と

し て は ， 種 々 の 分 類 が あ り 得 る が ， 次 の よ う に 整 理 す る こ と が で き

ょ う 。  

 

イ  仕 事 の 依 頼 ， 業 務 従 事 の 指 示 等 に 対 す る 諾 否 の 自 由 の 有 無  

「 使 用 者 」の 具 体 的 な 仕 事 の 依 頼 ，業 務 従 事 の 指 示 等 に 対 し て

諾 否 の 自 由 を 有 し て い れ ば ， 他 人 に 従 属 し て 労 務 を 提 供 す る と は

言 え ず ， 対 等 な 当 事 者 間 の 関 係 と な り ， 指 揮 監 督 関 係 を 否 定 す る

重 要 な 要 素 と な る 。  
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こ れ に 対 し て ，具 体 的 な 仕 事 の 依 頼 ，業 務 従 事 の 指 示 等 に 対 し

て 拒 否 す る 自 由 を 有 し な い 場 合 は ， 一 応 ， 指 揮 監 督 関 係 を 推 認 さ

せ る 重 要 な 要 素 と な る 。 な お ， 当 事 者 間 の 契 約 に よ っ て は ， 一 定

の 包 括 的 な 仕 事 の 依 頼 を 受 諾 し た 以 上 ， 当 該 包 括 的 な 仕 事 の 一 部

で あ る 個 々 具 体 的 な 仕 事 の 依 頼 に つ い て は 拒 否 す る 自 由 が 当 然

制 限 さ れ る 場 合 が あ り ， ま た ， 専 属 下 請 の よ う に 事 実 上 ， 仕 事 の

依 頼 を 拒 否 す る こ と が で き な い と い う 場 合 も あ り ， こ の よ う な 場

合 に は ， 直 ち に 指 揮 監 督 関 係 を 肯 定 す る こ と は で き ず ， そ の 事 実

関 係 だ け で な く ， 契 約 内 容 等 も 勘 案 す る 必 要 が あ る 。  

ロ  業 務 遂 行 上 の 指 揮 監 督 の 有 無  

（ イ ）  業 務 の 内 容 及 び 遂 行 方 法 に 対 す る 指 揮 命 令 の 有 無  

業 務 の 内 容 及 び 遂 行 方 法 に つ い て「 使 用 者 」の 具 体 的 な 指 揮

命 令 を 受 け て い る こ と は ， 指 揮 監 督 関 係 の 基 本 的 か つ 重 要 な 要

素 で あ る 。 し か し な が ら ， こ の 点 も 指 揮 命 令 の 程 度 が 問 題 で あ

り ， 通 常 注 文 者 が 行 う 程 度 の 指 示 等 に 止 ま る 場 合 に は ， 指 揮 監

督 を 受 け て い る と は 言 え な い 。 な お ， 管 弦 楽 団 員 ， バ ン ド マ ン

の 場 合 の よ う に ， 業 務 の 性 質 上 放 送 局 等 「 使 用 者 」 の 具 体 的 な

指 揮 命 令 に な じ ま な い 業 務 に つ い て は ， そ れ ら の 者 が 放 送 事 業

等 当 該 事 業 の 遂 行 上 不 可 欠 な も の と し て 事 業 組 織 に 組 み 入 れ

ら れ て い る 点 を も っ て ，「 使 用 者 」 の 一 般 的 な 指 揮 監 督 を 受 け

て い る と 判 断 す る 裁 判 例 が あ り ， 参 考 に す べ き で あ ろ う 。  

（ ロ ）  そ の 他  

そ の ほ か ，「 使 用 者 」 の 命 令 ， 依 頼 等 に よ り 通 常 予 定 さ れ て

い る 業 務 以 外 の 業 務 に 従 事 す る こ と が あ る 場 合 に は ，「 使 用

者 」 の 一 般 的 な 指 揮 監 督 を 受 け て い る と の 判 断 を 補 強 す る 重 要

な 要 素 と な ろ う 。  

ハ  拘 束 性 の 有 無  

勤 務 場 所 及 び 勤 務 時 間 が 指 定 さ れ ，管 理 さ れ て い る こ と は ，一

般 的 に は ， 指 揮 監 督 関 係 の 基 本 的 な 要 素 で あ る 。 し か し な が ら ，

業 務 の 性 質 上（ 例 え ば ，演 奏 ），安 全 を 確 保 す る 必 要 上（ 例 え ば ，

建 設 ） 等 か ら 必 然 的 に 勤 務 場 所 及 び 勤 務 時 間 が 指 定 さ れ る 場 合 が
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あ り ， 当 該 指 定 が 業 務 の 性 質 等 に よ る も の か ， 業 務 の 遂 行 を 指 揮

命 令 す る 必 要 に よ る も の か を 見 極 め る 必 要 が あ る 。  

ニ  代 替 性 の 有 無 一 指 揮 監 督 関 係 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 一  

本 人 に 代 わ っ て 他 の 者 が 労 務 を 提 供 す る こ と が 認 め ら れ て い

る か 否 か ， ま た ， 本 人 が 自 ら の 判 断 に よ っ て 補 助 者 を 使 う こ と が

認 め ら れ て い る か 否 か 等 労 務 提 供 に 代 替 性 が 認 め ら れ て い る か

否 か は ， 指 揮 監 督 関 係 そ の も の に 関 す る 基 本 的 な 判 断 基 準 で は な

い が ， 労 務 提 供 の 代 替 性 が 認 め ら れ て い る 場 合 に は ， 指 揮 監 督 関

係 を 否 定 す る 要 素 の ひ と つ と な る 。  

 

 

⑵  報 酬 の 労 務 対 償 性 に 関 す る 判 断 基 準  

労 働 基 準 法 第 １ １ 条 は ，「 賃 金 と は ， 賃 金 ， 給 料 ， 手 当 ， 賞 与 そ の

他 名 称 の 如 何 を 問 わ ず ， 労 働 の 対 償 と し て 使 用 者 が 労 働 者 に 支 払 う す

べ て の も の を い う 。」と 規 定 し て い る 。す な わ ち ，使 用 者 が 労 働 者 に 対

し て 支 払 う も の で あ っ て ， 労 働 の 対 償 で あ れ ば ， 名 称 の 如 何 を 問 わ す

「 賃 金 」 で あ る 。 こ の 場 合 の 「 労 働 の 対 償 」 と は ， 結 局 に お い て 「 労

働 者 が 使 用 者 の 指 揮 監 督 の 下 で 行 う 労 働 に 対 し て 支 払 う も の 」 と 言 う

べ き も の で あ る か ら ， 報 酬 が 「 賃 金 」 で あ る か 否 か に よ っ て 逆 に 「 使

用 従 属 性 」 を 判 断 す る こ と は で き な い 。  

し か し な が ら ，報 酬 が 時 間 給 を 基 礎 と し て 計 算 さ れ る 等 労 働 の 結 果

に よ る 較 差 が 少 な い ， 欠 勤 し た 場 合 に は 応 分 の 報 酬 が 控 除 さ れ ， い わ

ゆ る 残 業 を し た 場 合 に は 通 常 の 報 酬 と は 別 の 手 当 が 支 給 さ れ る 等 報 酬

の 性 格 が 使 用 者 の 指 揮 監 督 の 下 に 一 定 時 間 労 務 を 提 供 し て い る こ と に

対 す る 対 価 と 判 断 さ れ る 場 合 に は ，「 使 用 従 属 性 」を 補 強 す る こ と と な

る 。  
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２ ．  「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素  

 

 

前 述 の と お り ，「 労 働 者 性 」が 問 題 と な る 限 界 的 事 例 に つ い て は ，「 使

用 従 属 性 」 の 判 断 が 困 難 な 場 合 が あ り ， そ の 場 合 に は ， 以 下 の 要 素 を

も 勘 案 し て ， 総 合 判 断 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

⑴  事 業 者 性 の 有 無  

労 働 者 は 機 械 ，器 具 ，原 材 料 等 の 生 産 手 段 を 有 し な い の が 通 例 で あ

る が ， 最 近 に お け る い わ ゆ る 傭 車 運 転 手 の よ う に ， 相 当 高 価 な ト ラ ツ

ク 等 を 所 有 し て 労 務 を 提 供 す る 例 が あ る 。こ の よ う な 事 例 に つ い て は ，

前 記 １ の 基 準 の み を も っ て「 労 働 者 性 」を 判 断 す る こ と が 適 当 で な く ，

そ の 者 の 「 事 業 者 性 」 の 有 無 を 併 せ て ， 総 合 判 断 す る こ と が 適 当 な 場

合 も あ る 。  

 

イ  機 械 ， 器 具 の 負 担 関 係  

本 人 が 所 有 す る 機 械 ，器 具 が 安 価 な 場 合 に は 問 題 は な い が ，著 し

く 高 価 な 場 合 に は 自 ら の 計 算 と 危 険 負 担 に 基 づ い て 事 業 経 営 を 行 う

「 事 業 者 」と し て の 性 格 が 強 く ，「 労 働 者 性 」を 弱 め る 要 素 と な る も

の と 考 え ら れ る 。  

ロ  報 酬 の 額  

報 酬 の 額 が 当 該 企 業 に お い て 同 様 の 業 務 に 従 事 し て い る 正 規 従

業 員 に 比 し て 著 し く 高 額 で あ る 場 合 に は ， 上 記 イ と 関 連 す る が ， 一

般 的 に は ， 当 該 報 酬 は ， 労 務 提 供 に 対 す る 賃 金 で は な く ， 自 ら の 計

算 と 危 険 負 担 に 基 づ い て 事 業 経 営 を 行 う 「 事 業 者 」 に 対 す る 代 金 の

支 払 と 認 め ら れ ，そ の 結 果 ，「 労 働 者 性 」を 弱 め る 要 素 と な る も の と

考 え ら れ る 。  

ハ  そ の 他  

以 上 の ほ か ，裁 判 例 に お い て は ，業 務 遂 行 上 の 損 害 に 対 す る 責 任

を 負 う ， 独 自 の 商 号 使 用 が 認 め ら れ て い る 等 の 点 を 「 事 業 者 」 と し
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て の 性 格 を 補 強 す る 要 素 と し て い る も の が あ る 。  

 

 

⑵  専 属 性 の 程 度  

特 定 の 企 業 に 対 す る 専 属 性 の 有 無 は ，直 接 に「 使 用 従 属 性 」の 有 無

を 左 右 す る も の で は な く ， 特 に 専 属 性 が な い こ と を も っ て 労 働 者 性 を

弱 め る こ と と は な ら な い が ，「 労 働 者 性 」の 有 無 に 関 す る 判 断 を 補 強 す

る 要 素 の ひ と つ と 考 え ら れ る 。  

 

イ  他 社 の 業 務 に 従 事 す る こ と が 制 度 上 制 約 さ れ ， ま た ， 時 間 的 余 裕

が な く 事 実 上 困 難 で あ る 場 合 に は ，専 属 性 の 程 度 が 高 く ，い わ ゆ る

経 済 的 に 当 該 企 業 に 従 属 し て い る と 考 え ら れ ，「 労 働 者 性 」 を 補 強

す る 要 素 の ひ と つ と 考 え て 差 し 支 え な い で あ ろ う 。な お ，専 属 下 請

の よ う な 場 合 に つ い て は ， 上 記 １⑴ イ と 同 様 留 意 す る 必 要 が あ る 。 

ロ  報 酬 に 固 定 給 部 分 が あ る ， 業 務 の 配 分 等 に よ り 事 実 上 固 定 給 と な

っ て い る ，そ の 額 も 生 計 を 維 持 し う る 程 度 の も の で あ る 等 報 酬 に 生

活 保 障 的 な 要 素 が 強 い と 認 め ら れ る 場 合 に は ， 上 記 イ と 同 様 ，「 労

働 者 性 」 を 補 強 す る も の と 考 え て 差 し 支 え な い で あ ろ う 。  

 

⑶  そ の 他  

以 上 の ほ か ，裁 判 例 に お い て は ，① 採 用 ，委 託 等 の 際 の 選 考 過 程 が

正 規 従 業 員 の 採 用 の 場 合 と ほ と ん ど 同 様 で あ る こ と ， ② 報 酬 に つ い て

給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 を 行 っ て い る こ と ， ③ 労 働 保 険 の 適 用 対 象

と し て い る こ と ， ④ 服 務 規 律 を 適 用 し て い る こ と ， ⑤ 退 職 金 制 度 ， 福

利 厚 生 を 適 用 し て い る こ と 等 「 使 用 者 」 が そ の 者 を 自 ら の 労 働 者 と 認

識 し て い る と 推 認 さ れ る 点 を 「 労 働 者 性 」 を 肯 定 す る 判 断 の 補 強 事 由

と す る も の が あ る 。  
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第 ３  具 体 的 事 案  

 

 

１ ．  傭 車 運 転 手  

 

い わ ゆ る 「 傭 車 運 転 手 」 と は ， 自 己 所 有 の ト ラ ッ ク 等 に よ り ， 他 人

の 依 頼 ， 命 令 等 に 基 づ い て 製 品 等 の 運 送 業 務 に 従 事 す る 者 で あ る が ，

そ の 「 労 働 者 性 」 の 判 断 に 当 た っ て は ， 一 般 に そ の 所 有 す る ト ラ ッ ク

等 が 高 価 な こ と か ら ，「 使 用 従 属 性 」の 有 無 の 判 断 と と も に ，「 事 業 者 」

と し て の 性 格 の 有 無 の 判 断 も 必 要 と な る 。  

 

 

〔 判 断 基 準 〕  

 

⑴  「 使 用 従 属 性 」 に 関 す る 判 断 基 準  

イ  「 指 揮 監 督 下 の 労 働 」 に 関 す る 判 断 基 準  

（ イ ）  仕 事 の 依 頼 ， 業 務 従 事 の 指 示 等 に 対 す る 諾 否 の 自 由 の 有 無  

当 該 諾 否 の 自 由 が あ る こ と は ，指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 否 定 す る

重 要 な 要 素 と な る が ， → 方 ， 当 該 諾 否 の 自 由 が な い こ と は ， 契 約

内 容 等 に よ る 場 合 も あ り ， 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 補 強 す る ひ と つ

の 要 素 に 過 ぎ な い も の と 考 え ら れ る 。  

（ ロ ）  業 務 遂 行 上 の 指 揮 監 督 の 有 無  

①  業 務 の 内 容 及 び 遂 行 方 法 に 対 す る 指 揮 命 令 の 有 無  

運 送 物 品 ，運 送 先 及 び 納 入 時 刻 の 指 定 は ，運 送 と い う 業 務 の

性 格 上 当 然 で あ り ， こ れ ら が 指 定 さ れ て い る こ と は 業 務 遂 行 上

の 指 揮 監 督 の 有 無 に 関 係 す る も の で は な い 。  

運 送 経 路 ，出 発 時 刻 の 管 理 ，運 送 方 法 の 指 示 等 が な さ れ ，運

送 業 務 の 遂 行 が 「 使 用 者 」 の 管 理 下 で 行 わ れ て い る と 認 め ら れ

る 場 合 に は ， 業 務 遂 行 上 の 指 揮 命 令 を 受 け て い る も の と 考 え ら

れ ， 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 肯 定 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

②  そ の 他  
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当 該「 傭 車 運 転 手 」が 契 約 に よ る 運 送 と い う 通 常 の 業 務 の ほ

か ，「 使 用 者 」 の 依 頼 ， 命 令 等 に よ り 他 の 業 務 に 従 事 す る 場 合

が あ る こ と は ， 当 該 運 送 業 務 及 び 他 の 業 務 全 体 を 通 じ て 指 揮 監

督 を 受 け て い る こ と を 補 強 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

（ ハ ）  拘 束 性 の 有 無  

勤 務 場 所 及 び 勤 務 時 間 が 指 定 ，管 理 さ れ て い な い こ と は ，指 揮

監 督 関 係 の 存 在 を 否 定 す る 重 要 な 要 素 と な る が ， 一 方 ， こ れ ら が

指 定 ， 管 理 さ れ て い て も ， そ れ は そ の 業 務 内 容 か ら 必 然 的 に 必 要

と な る 場 合 も あ り ， 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 肯 定 す る ひ と つ の 要 素

と な る に 過 ぎ な い も の と 考 え ら れ る 。  

（ ニ ）  代 替 性 の 有 無 一 指 揮 監 督 関 係 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 一  

他 の 者 が 代 わ っ て 労 務 提 供 を 行 う ，補 助 者 を 使 う 等 労 務 提 供 の

代 替 性 が 認 め ら れ て い る 場 合 に は ， 指 揮 監 督 関 係 を 否 定 す る 要 素

と な る が ， 一 方 ， 代 替 性 が 認 め ら れ て い な い 場 合 に は ， 指 揮 監 督

関 係 の 存 在 を 補 強 す る 要 素 の ひ と つ と な る 。  

ロ  報 酬 の 労 務 対 償 性 の 有 無 の 判 断 基 準  

報 酬 が ， 出 来 高 制 で は な く ， 時 間 単 位 ， 日 単 位 で 支 払 わ れ る 場 合

に は ，下 記（⑵，イ ，（ ロ ））の よ う に そ の 額 が 高 い 場 合 で あ っ て も ，

報 酬 の 労 務 対 償 性 が 強 く ，「 使 用 従 属 性 」の 存 在 を 補 強 す る 重 要 な 要

素 と な る 。  

 

 

⑵「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素  

イ  事 業 者 性 の 有 無  

（ イ ）  機 械 ， 器 具 の 負 担 関 係  

「 傭 車 運 転 手 」は 高 価 な ト ラ ッ ク 等 を 自 ら 所 有 す る の で あ る か

ら ， 一 応 ，「 事 業 者 性 」 が あ る も の と 推 認 さ れ る 。  

（ ロ ）  報 酬 の 額  

報 酬 の 額 が 同 社 の 同 種 の 業 務 に 従 事 す る 正 規 従 業 員 に 比 し て

著 し く 高 額 な 場 合 に は ， 当 該 報 酬 は ， 事 業 者 に 対 す る 運 送 代 金 の

支 払 と 考 え ら れ ，「 労 働 者 性 」 を 弱 め る 要 素 と な る 。 た だ し ， 報
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酬 の 算 定 方 法 に よ っ て は ， 報 酬 の 額 が 著 し く 高 額 な こ と そ の こ と

が 「 労 働 者 性 」 を 弱 め る 要 素 と は な ら な い 場 合 も あ る （ 上 記⑴ ，

ロ 参 照 ）。  

ロ  専 属 性 の 程 度  

（ イ ）  他 社 の 業 務 に 従 事 す る こ と が 制 約 さ れ ， 又 は 他 社 の 業 務 に 従

事 す る 場 合 で あ っ て も ， そ れ が 「 使 用 者 」 の 紹 介 ， 斡 旋 等 に よ

る も の で あ る と い う こ と は ， 専 属 性 の 程 度 を 高 め る と い う 意 味

で あ り ，「 労 働 者 性 」を 補 強 す る 要 素 の ひ と つ と な る 場 合 も あ る

も の と 考 え ら れ る 。  

（ ロ ）  報 酬 に 固 定 給 部 分 が あ る 等 生 活 保 障 的 要 素 が 強 い と 認 め ら れ

る 場 合 も ，上 記 （ イ ）と 同 様 ，「 労 働 者 性 」 を 補 強 す る 要 素 の ひ

と つ に な る も の と 考 え ら れ る 。  

ハ  そ の 他  

報 酬 に つ い て 給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 を 行 っ て い る か 否 か ，労

働 保 険 の 適 用 対 象 と し て い る か 否 か ， 服 務 規 律 を 適 用 し て い る か 否

か 等 は ，「 労 働 者 性 」の 判 断 に 当 た っ て 重 要 な 要 素 と な る も の で は な

い が ， 当 事 者 の 認 識 を 推 認 す る 要 素 で あ り ， 当 該 判 断 を 補 強 す る も

の と し て 考 え て 差 し 支 え な い で あ ろ う 。  

 

 

２ ．  在 宅 勤 務 者  

 

い わ ゆ る 「 在 宅 勤 務 者 」 と は ， 自 宅 に お い て 就 業 す る 労 働 者 を い う

が ， こ の よ う な 就 業 形 態 の 者 は 今 後 増 加 し て い く も の と 考 え ら れ る こ

と か ら ， 自 営 業 者 ， 家 内 労 働 者 等 と 区 別 し ， ど の よ う な 形 態 の 「 在 宅

勤 務 者 」 が 労 働 基 準 法 第 ９ 条 の 「 労 働 者 」 に 該 当 す る か ， そ の 判 断 基

準 を 明 確 に す る 必 要 が あ る 。  

 

 

〔 判 断 基 準 〕  
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⑴  「 使 用 従 属 性 」 に 関 す る 判 断 基 準  

イ  「 指 揮 監 督 下 の 労 働 」 に 関 す る 判 断 基 準  

（ イ ）  仕 事 の 依 頼 ， 業 務 従 事 の 指 示 等 に 対 す る 諾 否 の 自 由 の 有 無  

当 該 諾 否 の 自 由 が あ る こ と は ，指 揮 監 督 関 係 を 否 定 す る 重 要 な

要 素 と な る が ， 一 方 ， 当 該 諾 否 の 自 由 が な い こ と は ， 契 約 内 容 等

に よ る 場 合 も あ り ， 指 揮 監 督 関 係 の 存 在 を 補 強 す る ひ と つ の 要 素

に 過 ぎ な い も の と 考 え ら れ る 。  

（ ロ ）  業 務 遂 行 上 の 指 揮 監 督 の 有 無  

会 社 が 業 務 の 具 体 的 内 容 及 び 遂 行 方 法 を 指 示 し ，業 務 の 進 捗 状

況 を 本 人 か ら の 報 告 等 に よ り 把 握 ， 管 理 し て い る 場 合 に は ， 業 務

遂 行 過 程 で 「 使 用 者 」 の 指 揮 監 督 を 受 け て い る と 考 え ら れ ， 指 揮

監 督 関 係 を 肯 定 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

（ ハ ）  拘 束 性 の 有 無  

勤 務 時 間 が 定 め ら れ ，本 人 の 自 主 管 理 及 び 報 告 に よ り「 使 用 者 」

が 管 理 し て い る 場 合 に は ， 指 揮 監 督 関 係 を 肯 定 す る 重 要 な 要 素 と

な る 。  

（ ニ ）  代 替 性 の 有 無 一 指 揮 監 督 関 係 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 一  

当 該 業 務 に 従 事 す る こ と に つ い て 代 替 性 が 認 め ら れ て い る 場

合 に は ， 指 揮 監 督 関 係 を 否 定 す る 要 素 と な る 。  

ロ  報 酬 の 労 務 対 償 性 の 有 無  

報 酬 が ， 時 間 給 ， 日 給 ， 月 給 等 時 間 を 単 位 と し て 計 算 さ れ る 場 合

に は ，「 使 用 従 属 性 」 を 補 強 す る 重 要 な 要 素 と な る 。  

 

 

⑵  「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素  

イ  事 業 者 性 の 有 無  

（ イ ）  機 械 ， 器 具 の 負 担 関 係  

自 宅 に 設 置 す る 機 械 ，器 具 が 会 社 よ り 無 償 貸 与 さ れ て い る 場 合

に は ，「 事 業 者 性 」 を 薄 め る 要 素 と な る も の と 考 え ら れ る 。  

（ ロ ）  報 酬 の 額  

報 酬 の 額 が ，同 社 の 同 種 の 業 務 に 従 事 す る 正 規 従 業 員 に 比 し て
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著 し く 高 額 な 場 合 に は ，「 労 働 者 性 」 を 薄 め る 要 素 と な る も の と

考 え ら れ る が ， 通 常 そ の よ う な 例 は 少 な い 。  

ロ  専 属 性 の 程 度  

（ イ ）  他 社 の 業 務 に 従 事 す る こ と が 制 約 さ れ ， 又 は 事 実 上 困 難 な 場

合 に は ，専 属 性 の 程 度 が 高 く ，「 労 働 者 性 」を 補 強 す る 要 素 の ひ

と つ と な る 。  

（ ロ ）  報 酬 に 固 定 給 部 分 が あ る 等 生 活 保 障 的 要 素 が 強 い と 認 め ら れ

る 場 合 も ，上 記 （ イ ）と 同 様 ，「 労 働 者 性 」 を 補 強 す る 要 素 の ひ

と つ と な る 。  

ハ  そ の 他  

報 酬 に つ い て 給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 を 行 っ て い る か 否 か ，労

働 保 険 の 適 用 対 象 と し て い る か 否 か ， 採 用 ， 委 託 等 の 際 の 選 考 過 程

が 正 規 従 業 員 の 場 合 と 同 様 で あ る か 否 か 等 は ， 当 事 者 の 認 識 を 推 認

す る 要 素 に 過 ぎ な い も の で は あ る が ， 上 記 の 各 基 準 に よ っ て は 「 労

働 者 性 」 の 有 無 が 明 確 と な ら な い 場 合 に は ， 判 断 基 準 の ひ と つ と し

て 考 え な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。  

 

 

 

（ 事 例 １ ） 傭 車 運 転 手 Ａ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

 

⑴  事 業 の 内 容  

建 築 用 コ ン ク リ ー ト フ ロ ッ ク の 製 造 及 び 販 売  

⑵  傭 車 運 転 手 の 業 務 の 種 類 ， 内 容  

自 己 所 有 の ト ラ ッ ク （ ４ ト ン 及 び １ １ ト ン 車 ， １ 人 １ 車 ） に よ る 製 品

（ コ ン ク リ ー ト プ ロ ッ ク ） の 運 送  

 

２  当 該 傭 車 運 転 手 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  
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⑴  契 約 関 係  

書 面 契 約 は な く ， 口 頭 に よ り ， 製 品 を 県 外 の 得 意 先 に 運 送 す る こ と を

約 し た も の で ， そ の 報 酬 （ 運 賃 ） は 製 品 の 種 類 ， 行 先 及 び 箇 数 に よ り 定

め て い る 。  

⑵ 業 務 従 事 の 諾 否 の 自 由  

会 社 は 配 車 表 を 作 成 し ， 配 車 伝 票 に よ っ て 業 務 を 処 理 し て お り ， 一 般

的 に は こ れ に 従 っ て 運 送 し て い た が ， 時 に こ れ を 拒 否 す る ケ ー ス （ 特 段

の 不 利 益 取 扱 い は な い 。）も あ り ，基 本 的 に は 傭 車 運 転 手 の 自 由 意 思 が 認

め ら れ て い る 。  

⑶ 指 揮 命 令  

運 送 業 務 の 方 法 等 に 関 し て 具 体 的 な 指 揮 命 令 は な く ， 業 務 遂 行 に 当 た

っ て 補 助 者 を 使 用 す る こ と 等 も 傭 車 運 転 手 の 自 由 な 判 断 に ま か さ れ ， 時

に 上 記⑵の 配 車 伝 票 に 納 入 時 刻 の 指 定 が さ れ る 程 度 で 傭 車 運 転 手 自 身 に

業 務 遂 行 に つ い て の 裁 量 が 広 く 認 め ら れ て い る 。  

⑷  就 業 時 間 の 拘 束 性  

通 常 ， 傭 車 運 転 手 は 午 後 会 社 で 積 荷 し て 自 宅 に 帰 り ， 翌 日 ， 自 宅 か ら

運 送 先 に 直 行 し て お り ， 出 勤 時 刻 等 の 定 め ， 日 又 は 週 当 た り の 就 業 時 間

等 の 定 め は な い 。  

⑸  報 酬 の 性 格  

報 酬 は 運 賃 の み で ， 運 賃 に は 車 両 維 持 費 ， ガ ソ リ ン 代 ， 保 険 料 等 の 経

費 と 運 転 業 務 の 報 酬 が 含 ま れ て い た と 考 え ら れ る が ， そ の 区 分 は 明 確 に

さ れ て い な い 。  

⑹ 報酬の額 

報 酬 の 額 は 月 額 約 ４ ０ 万 円 と ， 社 内 運 転 手 の １ ７ ～ １ ８ 万 円 に 比 し て

か な り 高 い 。  

⑺  専 属 性  

契 約 上 他 社 へ の 就 業 禁 止 は 定 め て お ら ず ， 現 に 他 の 傭 車 運 転 手 ２ 名 程

度 は 他 社 の 運 送 に も 従 事 し て い る 。  

⑻  社 会 保 険 ， 税 金 等  

社 会 保 険 ，雇 用 保 険 等 に は 加 入 せ ず（ 各 人 は 国 民 健 康 保 険 に 加 入 ），ま

た 報 酬 に つ い て は 給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 が 行 わ れ ず ， 傭 車 運 転 手 本

-42-



人 が 事 業 所 得 と し て 申 告 し て い る 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

 

⑴  「 使 用 従 属 性 」 に つ い て  

① 仕 事 の 依 頼 ， 業 務 従 事 の 指 示 等 に 対 す る 諾 否 の 自 由 が あ る こ と ， ②

業 務 遂 行 に つ い て の 裁 量 が 広 く 認 め ら れ て お り ， 他 人 か ら 業 務 遂 行 上 の

指 揮 監 督 を 受 け て い る と は 認 め ら れ な い こ と ， ③ 勤 務 時 間 が 指 定 ， 管 理

さ れ て い な い こ と ，④ 自 ら の 判 断 で 補 助 者 を 使 う こ と が 認 め ら れ て お り ，

労 務 提 供 の 代 替 性 が 認 め ら れ て い る こ と ， か ら 使 用 従 属 性 は な い も の と

考 え ら れ ， ⑤ 報 酬 が 出 来 高 払 い で あ っ て ， 労 働 対 償 性 が 希 薄 で あ る こ と

は ， 当 該 判 断 を 補 強 す る 要 素 で あ る 。  

⑵  「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

① 高 価 な ト ラ ッ ク を 自 ら 所 有 し て い る こ と ， ② 報 酬 の 額 は 同 社 の 社 内

運 転 手 に 比 し て か な り 高 い こ と ， ③ 他 社 へ の 就 業 が 禁 止 さ れ て お ら ず ，

専 属 性 が 希 薄 で あ る こ と ， ④ 社 会 保 険 の 加 入 ， 税 金 の 面 で 同 社 の 労 働 者

と し て 取 り 扱 わ れ て い な か っ た こ と は「 労 働 者 性 」を 弱 め る 要 素 で あ る 。  

⑶  結 論  

本 事 例 の 傭 車 運 転 手 は ， 労 働 基 準 法 第 ９ 条 の 「 労 働 者 」 で は な い と 考

え ら れ る 。  

 

 

 

（ 事 例 ２ ） 傭 車 運 転 手 Ｂ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

 

⑴  事 業 の 内 容  

主 と し て 公 共 土 木 工 事 の 設 計 ， 施 工  

⑵  傭 車 運 転 手 の 業 務 の 種 類 ， 内 容  

会 社 施 工 の 工 事 現 場 に お い て 土 砂 の 運 搬 の 業 務 に 従 事 す る い わ ゆ る 白
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ナ ン バ ー の ダ ン プ 運 転 手  

 

２  当 該 傭 車 運 転 手 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

 

⑴  傭 車 運 転 手 は ， 積 載 量 １ ０ ト ン の ダ ン フ カ ー １ 台 を 所 有 し ， 会 社 と 契

約 し て 会 社 施 工 の 工 事 現 場 で 、土 砂 運 搬 を 行 っ て い る 。契 約 書 は 作 成 し

て お ら ず ，専 属 と し て 土 砂 運 搬 を 行 う も の で ，本 人 が 自 己 の 意 思 で 他 社

の 建 設 現 場 ヘ ダ ン フ 持 ち で 働 き に 行 く こ と は 暗 黙 の う ち に 会 社 を 退 社

す る に 等 し い も の と 考 え ら れ て い る 。  

⑵  ダ ン プ を 稼 働 し た 場 合 の 報 酬 は １ 日 に つ き ３ ５ ， ０ ０ ０ 円 で あ り ， そ

の 請 求 は 本 人 が 毎 月 末 に 締 め 切 っ て 計 算 の う え 会 社 に 対 し 行 っ て い る 。

会 社 は ，こ の 請 求 に 基 づ い て 稼 働 回 数 を チ ェ ッ ク し ，本 人 の 銀 行 口 座 へ

翌 月 １ ０ 日 に 振 り 込 ん で い る が ，こ の 報 酬 に つ い て は ，給 与 所 得 と し て

の 源 泉 徴 収 を せ ず ，傭 車 運 転 手 本 人 が 事 業 所 得 と し て 青 色 申 告 を し て い

る 。  

⑶  稼 働 時 間 は ， 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と な っ て い る が ， ダ ン プ に よ

る 土 砂 運 搬 が な い 場 合 は ，現 場 作 業 員 と し て 就 労 す る こ と も で き る 。こ

の 場 合 に は ，賃 金 と し て １ 日 に つ き ５ ，５ ０ ０ 円 が 支 払 わ れ る 。し た が

っ て ，本 人 は 土 砂 運 搬 作 業 の 有 無 に か か わ ら ず ，始 業 時 間 ま で に 現 場 に

出 勤 し て お り ， 現 場 で は ， い ず れ の 場 合 に も 現 場 責 任 者 の 指 示 を 受 け ，

出 面 表 に は そ れ ぞ れ の 時 間 数 が 記 録 さ れ て い る 。現 場 作 業 員 と し て 就 労

し た 場 合 の 賃 金 は ，一 般 労 働 者 と 同 様 ，月 末 締 切 り で 翌 月 ５ 日 に 現 金 で

支 払 わ れ ，こ の 分 に つ い て は ，給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 が さ れ て い る 。 

⑷  ダ ン プ の 所 有 は 傭 車 運 転 手 本 人 と な っ て お り ， ロ ー ン 返 済 費 （ 月 １ ５

万 円 ），燃 料 費（ 月 ２ ０ 日 稼 働 で １ ５ － １ ６ 万 円 ），修 理 費 ，自 動 車 税 等

は 本 人 負 担 と な っ て い る 。  

⑸  社 会 保 険 ， 雇 用 保 険 に は 加 入 し て い な い 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

 

⑴  「 使 用 従 属 性 」 に つ い て  
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① 業 務 遂 行 に つ い て 現 場 責 任 者 の 指 示 を 受 け て い る こ と ， ② 土 砂 運 搬

が な い 場 合 は ， 現 場 責 任 者 の 指 示 を 受 け 現 場 作 業 員 と し て 就 労 す る こ と

が あ る こ と ， ③ 勤 務 時 間 は 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と 指 定 さ れ ， 実 際

の 労 働 時 間 数 が 現 場 に お い て 出 面 表 に よ り 記 録 さ れ て い る こ と ，に 加 え ，

④ 土 砂 運 搬 の 報 酬 は 下 記⑵で み る よ う に か な り 高 額 で は あ る が ， 出 来 高

で は な く 日 額 で 計 算 さ れ て い る こ と か ら ，「 使 用 従 属 性 」が あ る も の と 考

え ら れ る 。  

⑵  「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

① 高 価 な ト ラ ッ ク を 自 ら 所 有 し て い る こ と ， ② 報 酬 の 額 は 月 ２ ０ 日 稼

働 で ７ ０ 万 円 （ ロ ー ン 返 済 費 及 び 燃 料 費 を 差 し 引 く と 約 ４ ０ 万 円 ） で あ

っ て ， そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し で も か な り 高 額 で あ る こ と ， ③ 社 会 保 険 の

加 入 ， 税 金 の 面 で 同 社 の 労 働 者 と し て 取 り 扱 わ れ て い な い こ と は 「 労 働

者 性 」 を 弱 め る 要 素 で あ る が ， 上 記⑴に よ る 「 使 用 従 属 性 」 の 判 断 を 覆

す も の で は な い 。  

⑶  結 論  

本 事 例 の 傭 車 運 転 手 は ， 労 働 基 準 法 第 ９ 条 の 「 労 働 者 」 で あ る と 考 え

ら れ る 。  

 

 

（ 事 例 ３ ） 在 宅 勤 務 者 Ａ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

 

⑴  事 業 の 内 容  

ソ フ ト ウ ェ ア の 開 発 ， 計 算 業 務 の 受 託 ， 電 算 室 の 総 括 的 管 理 運 営  

⑵  在 宅 勤 務 者 の 業 務 の 種 類 ， 内 容  

会 社 よ り ミ ニ フ ァ ッ ク ス で 伝 送 さ れ る 仕 様 書 等 に 基 づ き ， プ ロ グ ラ ム

の 設 計 ， コ ー デ イ ン グ ， 机 上 で の デ バ ッ グ を 行 う 。  

 

２  在 宅 勤 務 者 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  
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⑴  契 約 関 係 －  

期 間 の 定 め の な い 雇 用 契 約 に よ り ， 正 社 員 と し て 採 用 し て い る 。  

⑵  業 務 の 諾 否 の 自 由  

会 社 か ら 指 示 さ れ た 業 務 を 拒 否 す る こ と は ， 病 気 等 特 別 な 理 由 が な い

限 り ， 認 め ら れ て い な い 。  

⑶  指 揮 命 令  

業 務 内 容 は 仕 様 書 等 に 従 っ て フ ロ グ ラ ム の 設 計 等 を 行 う こ と で あ り ，

定 形 化 し て お り ， 通 常 ， 細 か な 指 示 等 は 必 要 な い 。 な お ， １ ０ 日 に １ 回

出 社 の 義 務 が あ り ， そ の 際 ， 細 か い 打 合 わ せ 等 を す る こ と も あ る 。  

⑷  就 業 時 間 の 拘 束 性  

勤 務 時 間 は ，一 般 従 業 員 と 同 じ く 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時（ 休 憩 １ 時 間 ）

と 決 め ら れ て お り ， 労 働 時 間 の 管 理 ， 計 算 は 本 人 に 委 ね て い る 。  

⑸  報 酬 の 性 格 及 び 額  

報 酬 は ， 一 般 従 業 員 と 同 じ く 月 給 制 （ 固 定 給 ） で あ る 。  

⑹  専 属 性  

正 社 員 で あ る の で ， 他 社 へ の 就 業 は 禁 止 さ れ て い る 。  

⑺  機 械 ， 器 具 の 負 担  

末 端 機 器 及 び 電 話 代 は ， 会 社 が 全 額 負 担 し て い る 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

 

⑴  「 使 用 従 属 性 」 に つ い て  

① 業 務 の 具 体 的 内 容 に つ い て ， 仕 様 書 等 に よ り 業 務 の 性 質 上 必 要 な 指

示 が な さ れ て い る こ と ，② 労 働 時 間 の 管 理 は ，本 人 に 委 ね ら れ て い る が ，

勤 務 時 間 が 定 め ら れ て い る こ と ， ③ 会 社 か ら 指 示 さ れ た 業 務 を 拒 否 す る

こ と は で き な い こ と ，に 加 え て ，④ 報 酬 が 固 定 給 の 月 給 で あ る こ と か ら ，

「 使 用 従 属 性 」 が あ る も の と 考 え ら れ る 。  

⑵  「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

① 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 末 端 機 器 及 び 電 話 代 が 会 社 負 担 で あ る こ と ， ②

報 酬 の 額 が 他 の 一 般 従 業 員 と 同 等 で あ る こ と ， ③ 正 社 員 と し て 他 社 の 業

務 に 従 事 す る こ と が 禁 止 さ れ て い る こ と ， ④ 採 用 過 程 ， 税 金 の 取 扱 い ，
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労 働 保 険 の 適 用 等 に つ い て も 一 般 従 業 員 と 同 じ 取 扱 い で あ る こ と は ，「 労

働 者 性 」 を 補 強 す る 要 素 で あ る 。  

⑶  結 論  

本 事 例 の 在 宅 勤 務 者 は ， 労 働 基 準 法 第 ９ 条 の 「 労 働 者 」 で あ る と 考 え

ら れ る 。  

 

 

（ 事 例 ４ ） 在 宅 勤 務 者 Ｂ  

 

１  事 業 等 の 概 要  

 

⑴  事 業 の 内 容  

速 記 ， 文 書 処 理  

⑵  在 宅 勤 務 者 の 業 務 の 種 類 ， 内 容  

元 正 社 員 で あ っ た 速 記 者 が ， 会 議 録 等 を 録 音 し た テ ー プ を 自 宅 に 持 ち

帰 り ， ワ ー プ ロ に 入 力 す る 。  

 

２  在 宅 勤 務 者 の 契 約 内 容 及 び 就 業 の 実 態  

 

⑴  契 約 関 係  

「 委 託 契 約 」 に よ り ， 納 期 ま で １ 週 間 ～ １ か 月 程 度 の 余 裕 の あ る 仕 事

を 委 託 し て お り ， 納 期 の 追 っ て い る も の は 正 社 員 に や ら せ て い る 。  

⑵  業 務 の 諾 否 の 自 由  

電 話 に よ り 又 は 出 社 時 に ， で き る か ど う か を 確 認 し て 委 託 し て い る 。  

⑶  指 揮 命 令  

業 務 の 内 容 が 定 形 化 し て お り ，個 々 具 体 的 に 指 示 す る こ と は 必 要 な く ，

週 １ 回 程 度 の 出 社 時 及 び 電 話 に よ り 進 捗 状 況 を 確 認 し て い る 。  

⑷  就 業 時 間 の 拘 束 性  

勤 務 時 間 の 定 め は な く ， １ 日 何 時 間 位 仕 事 が で き る か を 本 人 に 聴 き ，

委 託 す る 量 を 決 め る 。  

⑸  報 酬 の 性 格 及 び 額  
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在 宅 勤 務 者 個 々 人 に つ い て テ ー プ １ 時 間 当 た り の 単 価 を 決 め て お り ，

テ ー プ の 時 間 数 に 応 じ た 出 来 高 制 と し て い る 。  

⑹  機 械 ， 器 具 の 負 担  

会 社 が ワ ー プ ロ を 無 償 で 貸 与 し て い る 。  

⑺  そ の 他  

給 与 所 得 と し て の 源 泉 徴 収 ， 労 働 保 険 へ の 加 入 は し て い な い 。  

 

３  「 労 働 者 性 」 の 判 断  

 

⑴  「 使 用 従 属 性 」 に つ い て  

① 会 社 か ら の 委 託 を 断 る こ と も あ る こ と ， ② 勤 務 時 間 の 定 め は な く ，

本 人 の 希 望 に よ り 委 託 す る 量 を 決 め て い る こ と ， ③ 報 酬 は ， 本 人 の 能 力

に よ り 単 価 を 定 め る 出 来 高 制 で あ る こ と ， ④ 業 務 の 具 体 的 内 容 ， そ の 遂

行 方 法 等 に つ い て 特 段 の 指 示 が な い こ と か ら 「 使 用 従 属 性 」 は な い も の

と 考 え ら れ る 。  

⑵  「 労 働 者 性 」 の 判 断 を 補 強 す る 要 素 に つ い て  

業 務 の 遂 行 に 必 要 な ワ ー プ ロ は 会 社 が 負 担 し て い る が ， 他 に 「 労 働 者

性 」 を 補 強 す る 要 素 は な い 。  

⑶  結 論  

本 事 例 の 在 宅 勤 務 者 は ， 労 働 基 準 法 第 ９ 条 の 「 労 働 者 」 で は な い と 考

え ら れ る 。  
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